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   第 ６ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

令和４年10月28日(金曜日) 

午前９時58分開議 

            午前10時59分休憩 

午前11時８分開議 

            午後０時０分休憩 

午後０時57分開議 

午後１時37分休憩 

午後１時44分開議

            午後２時４分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第39号 令和３年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第42号 令和３年度熊本県収入証紙特

別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第55号 令和３年度熊本県病院事業会

計利益の処分及び決算の認定について 

議案第56号 令和３年度熊本県電気事業会

計決算の認定について 

議案第57号 令和３年度熊本県工業用水道

事業会計決算の認定について 

議案第58号 令和３年度熊本県有料駐車場

事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(11人) 

        委 員 長 山 口   裕 

        副委員長 緒 方 勇 二 

委  員 前 川   收 

委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 岩 田 智 子 

 委  員 中 村 亮 彦 

         委  員 坂 梨 剛 昭 

        委  員 前 田 敬 介 

        委  員 南 部 隼 平 

        委  員 堤   泰 之 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

企業局 

局 長 竹 田 尚 史 

総務経営課長 亀 丸 明 弘 

工務課長 伊 藤 健 二 

発電総合管理所長 福 本 政 洋 

病院局 

病院事業管理者 渡 辺 克 淑 

院長 濵 元 純 一 

総務経営課長 川 上 竜 也 

    看護部長 平 田 孝 治 

警察本部 

本部長 山 口 寛 峰 

警務部長 清 水 稔 和 

生活安全部長 髙 光 純 司 

刑事部長 開 田 哲 生 

交通部長 西 村   博 

警備部長 小 川 光一郎 

首席監察官 松 永   透 

参事官兼総務課長 田 中 弘 哉 

参事官兼警務課長 竹 口 光二郎 

参事官 

兼生活安全企画課長 田 尻 正 浩 

参事官兼地域課長 田 元 雅 文 

参事官兼刑事企画課長 井 野 新 輝 

参事官(組織犯罪対策) 前 田 嘉 輝 

参事官 

兼運転免許センター長 竹 内 英 樹 

参事官兼警備第一課長 松 村 英 志 

参事官 

    (警備・災害対策)  八 木 世志一 

理事官兼会計課長 合 瀨 勝 彦 

理事官兼情報管理課長 中 山 博 之 

サイバー犯罪対策課長 古 城 大 一 

交通指導課長 山 浦 隆 之 

交通規制課長 堤   信 二 
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運転免許課長 谷 﨑 英 樹 

出納局 

  会計管理者兼出納局長 野 尾 晴一朗 

             会計課長 杉 本 良 一 

      管理調達課長 枝 國 智 一 

人事委員会事務局 

         局 長 西 尾 浩 明 

       公務員課長 永 野   茂 

 監査委員・同事務局 

監査委員 藤 井 一 恵 

局 長 西 浦 一 義 

首席審議員兼監査監 市 川 弘 人 

労働委員会事務局            

局 長 吉 野 昇 治 

審査調整課長 舟 津 紀 明 

議会事務局 

         局 長 手 島 伸 介 

     次長兼総務課長 村 田 竜 二 

        議事課長 富 田 博 英 

   政務調査課長 福 田 博 文 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 松 本 淳 一 

        議事課主幹 平 江 正 博 

  議事課主幹 泗 水 靖 希 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○山口裕委員長 ただいまから、第６回決算

特別委員会を開会いたします。 

 本日は、午前に企業局、病院局の審査を行

い、午後から警察本部、出納局及び各種委員

会等の審査を行うこととしております。 

 これより企業局の審査を行います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に質疑を受

けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るため、着座のままで簡潔にお願いします。 

 それでは、企業局長から、決算概要の総括

説明をお願いします。 

 

○竹田企業局長 企業局でございます。 

 まず、前年度の決算特別委員会報告におけ

る施策推進上改善または検討を要する事項等

は、企業局にはございませんでした。 

 それでは、企業局が実施しております電気

事業、工業用水道事業、有料駐車場事業の３

事業会計の令和３年度決算の概要について御

説明申し上げます。 

 まず、電気事業会計でございます。 

 総収益10億700万円余に対し、総費用は16

億2,100万円余で、差引き６億1,300万円余の

純損失となっております。 

 この主な原因は、リニューアル工事によ

り、主力となる緑川第一、第二発電所が停止

していたことに加え、市房第一発電所の故障

による発電機の停止及び降水量が５月と８月

を除いて例年に比べ少なかったことにより、

事業収益の柱となる供給発電量が大幅に減少

したためです。 

 次に、工業用水道事業会計でございます。 

 ３つの工業用水道事業合計で、総収益10億

4,500万円余に対し、総費用は11億7,600万円

余で、差引き１億3,000万円余の純損失とな

っております。 

 施設別では、苓北では純利益を確保しまし

たが、有明、八代につきましては、受水企業

数が前年度と比べ増加したことに伴い、契約

水量、基本使用水量ともに増加したものの、

純損失を計上しております。 

 なお、有明、八代につきましては、令和３

年度からコンセッション方式を導入してお

り、今後も民間のノウハウを生かした効率的

な運営を図るとともに、運営事業者と一緒に

工業用水道の需要拡大に努めてまいります。 

 最後に、有料駐車場事業会計でございます

が、総収益１億円余に対し、総費用は6,800

万円余で、差引き3,200万円余の純利益とな

っております。 

 一昨年度に引き続きコロナ禍の影響を受

け、令和３年度の駐車場の利用台数は伸び悩
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みとなりましたが、昨年度は、電気自動車用

充電施設の増設等、利用者サービスの向上に

も取り組んでいるところです。 

 今後、駐車場の利用については、広報等を

活用し、指定管理者と連携を図り、さらなる

増加に努めてまいります。 

 以上が決算の概要ですが、詳細につきまし

ては、この後、総務経営課長から説明いたし

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

○山口裕委員長 次に、監査委員から、決算

審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○藤井監査委員 お手元の白い冊子、令和３

年度決算審査意見書をお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 下段の第２、審査結果についてですが、３

つの事業会計の決算諸表は、経営成績及び財

政状態をおおむね適正に表示しているものと

認められました。 

 以下、事業会計ごとに経営の状況を記載し

ておりますが、企業局の説明と重複しますの

で割愛させていただきまして、飛びますが、

26ページをお願いいたします。 

 ここに審査意見をまとめてございます。 

 まず、１、電気事業会計でございます。 

 令和３年度決算は、昨年度に続き赤字とな

っておりますが、これは、先ほどの説明のと

おり、市房第一発電所の発電停止や例年に比

べて降水量が少なかったことによる電力料収

入の大幅な減少が主な要因でございます。 

 なお、昨年度は、知事部局が取り組む各種

施策への支援のため、内部留保資金から一般

会計に３億円が繰り出されております。 

 また、今年度までは、緑川第一、第二発電

所のリニューアル工事による発電停止の影響

により、電力料収入の増加が見込まれないこ

とから、引き続き経費節減と効率的な工事の

実施、施設の安定稼働による収入確保に取り

組むことが求められます。 

 次に、第２番目、工業用水道事業会計でご

ざいます。 

 有明工業用水道事業は、竜門ダム関連費用

の負担が大きく、令和３年度決算においても

１億4,000万円の経常損失を計上していま

す。工業用水道事業全体での累積欠損金は51

億7,000万円となっており、非常に厳しい状

況にございます。 

 このため、収支改善を図る必要があり、多

くの未利用水を抱える有明、八代において

は、多角的な視点からさらなる需要拡大に努

め、特に期待されております半導体関連企業

等の県内進出の状況を好機と捉え、その取組

の強化が必要であると考えております。 

 また、コンセッション方式が導入された有

明及び八代工業用水道において、経費削減や

業務改善の効果検証等を踏まえながら、安定

した事業経営につなげていくことが求められ

ます。 

 27ページをお願いします。 

 ３、有料駐車場事業会計でございます。 

 令和３年度決算におきましても、純利益 

3,200万円余を確保するなど、良好な経営状

況を保っており、昨年度に続き、内部留保資

金から一般会計へ２億円が繰り出されており

ます。 

 ただ、新型コロナの影響で、利用台数が減

少しており、今後とも、民間ノウハウを生か

した管理運営やサービスの提供により、県民

や観光客が利用しやすい駐車場の運営に努め

ていただきたいと考えております。 

 最後に、全般的事項として２点申し上げま

す。 

 １点目は、引き続き、第５期経営基本計画

を確実に推進するとともに、工業用水道事業

の厳しい状況を鑑み、経営安定化に向けた対

策を講じていく必要がありますが、当面は、

企業立地による工業用水の需要拡大の可能性

等を視野に、関係部局と連携しながら、さら
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なる経営改善の取組を進めていただきたいと

考えております。 

 次に、２点目として、有料駐車場事業会計

に加えまして、電気事業会計では、固定価格

買取り制度、ＦＩＴの適用により、財務状況

が今後大きく好転することが見込まれます。

経営の安定化を図りつつ、引き続き県政貢献

にも取り組まれるとともに、発電所やダム等

の所在市町村への支援等にも継続的に取り組

まれるよう期待しております。 

 以上が決算審査意見の概要でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 次に、総務経営課長から、

決算資料の説明をお願いします。 

 

○亀丸総務経営課長 それでは御説明いたし

ます。 

 まず、定期監査の結果につきましては、企

業局の指摘事項はございません。 

 次に、監査委員からありました決算審査意

見に対する今後の対応等について御説明をい

たしますが、先ほど局長が説明した内容と重

複する点は省略させていただきます。 

 では、決算審査意見書の26ページをお開き

ください。 

 まず、第３、審査意見の電気事業会計でご

ざいますが、リニューアル工事が完了いたし

ました市房第一、第二発電所、緑川第一、第

二発電所において、固定価格買取り制度によ

る電力料収入の増が見込まれるところでござ

いますが、引き続き経費の節減に努め、安定

的な事業経営を図ってまいります。 

 次に、工業用水道事業会計ですが、有明及

び八代工業用水道事業の未利用水の有効活用

について、引き続き、県と運営事業者である

ウォーターサークルくまもと株式会社の双方

で、工業用水の需要拡大に努めてまいりま

す。 

 また、運営事業者に対するモニタリングも

引き続き実施し、コンセッション方式の効果

を検証しながら、さらなる経費の縮減や効率

的な運営を図ってまいります。 

 次に、27ページの３、有料駐車場事業会計

です。 

 利用者のサービス向上の一環として、令和

４年１月から、電気自動車用充電施設を増設

したところでございます。 

 今後も、新型コロナ拡大前の駐車場利用台

数の回復に向け、指定管理者としっかり連携

しながら、民間のノウハウを生かしたサービ

ス提供に努め、安定的な経営を図ってまいり

ます。 

 最後に、４、全般的事項ですが、第５期経

営基本計画に掲げた事業を確実に推進し、経

営の安定化を図ってまいります。 

 当面は、今後予想される企業立地による工

業用水の需要拡大の可能性等につきまして、

関係機関と連携しながら、調査、検討を進

め、さらなる経営改善への取組に努めてまい

ります。 

 また、現在実施している地元貢献につきま

しても、県政貢献としては、引き続き一般会

計への繰り出しを行い、地域貢献としては、

企業局の施設が立地する市町村への支援にも

引き続き取り組んでまいります。 

 決算審査意見については、以上でございま

す。 

 続きまして、決算概要につきまして、お手

元の令和４年度決算特別委員会説明資料を中

心に御説明させていただきます。Ａ４縦の資

料でございます。 

 １枚お開きいただきまして、１ページの企

業局の概要をお願いいたします。 

 冒頭は、(1)企業局の沿革として、開設か

らの主な経緯と現在の取組事業について記載

しております。 

 また、(2)組織図では、現在の組織体制、

職員数を記載しておりますが、局内の職員総

数は、令和４年３月31日現在で53人となって
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おります。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、２ペ

ージの２、令和３年度の状況をお願いいたし

ます。 

 まず、(1)電気事業から御説明します。 

 電気事業は、市房第一発電所から菊鹿発電

所までの７つの水力発電所を運営しておりま

す。 

 このうち、市房第一と第二、緑川第一と第

二の主力４発電所につきまして、大規模更新

工事を実施しており、令和３年度の電力料と

電力料収入は、市房第一発電所で、約2,254

万キロワットアワーで５億4,100万円余、市

房第二発電所で、562万キロワットアワーで

１億3,500万円余の実績となりました。 

 なお、緑川第一発電所及び第二発電所につ

きましては、令和３年度は、リニューアル工

事中のため発電を停止していたため、実績は

ございません。このリニューアルについて

は、本年８月と９月に工事が完了いたしまし

て、稼動を再開しております。 

 現在、固定価格買取り制度、いわゆるＦＩ

Ｔでございますけれども、それを適用する最

終的な事務手続を行っているところでござい

ます。 

 なお、令和３年度の全体の実績供給電力量

は3,490万キロワットアワーでございます

が、これは、市房第一発電所の一時停止期間

等の影響により、前年度比55.4％となりまし

た。 

 次に、経営状況のア、収益的収支について

御説明いたします。 

 表の構成は、上段が収益的収入、下段が収

益的支出となっており、収入の部分は、営業

収益、営業外収益、特別利益でございます。 

 年度区分は、左の欄から、令和３年度、令

和２年度といたしまして、右側に主な増減理

由等を記載しております。 

 令和３年度の電気事業の収入合計は10億 

700万円余、支出の合計が16億2,100万円余

で、収入合計から支出合計の差引きは、６億

1,300万円余の純損失が生じております。 

 収入減少の主な要因は、先ほど局長の概要

説明で少し触れましたが、市房第一発電所の

発電機の故障による停止期間の発生と、梅雨

時期の６、７月の降水量が平年より少なかっ

たことなどでございます。 

 また、今期は、特別利益を計上しておりま

すが、これは、緑川第二発電所の鉄管の誤切

断に伴う施工業者からの損害賠償金の受入れ

による増でございます。 

 一方、支出減少の主な理由は、令和３年度

は、特に退職給付引当金の不足額の補塡が発

生しなかったこと、ダム管理費分担金の増加

につながるような災害が発生しなかったこと

などが減少の要因です。 

 このように、収入、支出ともに減少となり

ましたが、結果的には、収入の減少が大きか

ったことにより、純損失につながっておりま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 次に、イ、利益剰余金又は欠損金の状況及

びウ、積立金、留保資金残高一覧を御覧くだ

さい。 

 令和３年度は６億1,300万円余の純損失と

いう結果ですが、これには令和２年度からの

繰越利益剰余金６億100万円余を充てること

としております。 

 これにより、令和４年度への繰越欠損金は

1,200万円余となり、内部留保資金は26億 

6,100万円余となります。 

 最後に、エ、資本的収支でございますが、

資本的収入は、企業債、固定資産売却代金等

で、合計26億5,700万円余となっておりま

す。資本的支出は、建設改良費、企業債償還

金及び一般会計への３億円の繰出金などで、

合計28億400万円余となり、不足する１億 

4,600万円余は、いわゆる内部留保で補塡し

ております。 

 １枚おめくりいただきまして、４ページを
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お願いいたします。 

 (2)工業用水道事業会計です。 

 まず、施設の概要ですが、昭和50年に有明

工業用水道が、昭和52年に八代工業用水道、

平成５年に苓北工業用水道が給水をそれぞれ

開始いたしまして、現在では、給水能力は合

計で１日当たり６万8,360立方メートルとな

っております。 

 次に、工業用水の利用状況ですが、令和４

年３月31日現在で、有明、八代、苓北の３施

設合わせて41社に供給しており、前年度と比

べ２社増加しております。しかしながら、契

約率は、有明、八代とも４割前後と低迷して

いることから、引き続き、関係機関と連携し

て需要の増に努めてまいります。 

 次に、令和３年から導入いたしましたコン

セッション方式につきまして御説明いたしま

す。 

 ４ページの中段のコンセッション方式の概

要を御覧ください。 

 コンセッション方式は、民間の事業者が運

営を行う官民連携事業の方式ですが、コンセ

ッション方式導入前と導入後の企業局と運営

事業者との業務の役割の推移を図示いたしま

した。 

 参考までに、導入後の下線の実線部分が企

業局、点線部分が企業局と運営事業者、下線

のない箇所が運営事業者の役割となっており

ます。 

 例えば、企業局は、①の工業用水道事業法

の許認可や②の料金設定、あるいはコンセッ

ションの対象外である④のダム・頭首工関連

経費の負担や、⑤の管路等の更新、修繕など

を実施してまいります。一方、運営事業者の

ほうは、⑤の管路等を除く施設の更新、修

繕、物品調達、⑥の運転、保守、検針や⑦料

金徴収などを実施いたします。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 これは、20年間の大まかな資金の流れ図を

掲載しております。 

 コンセッション方式の導入計画では、工業

用水道料金の収入は、運営事業者が20年間で

水道料金70億円を収入いたしまして、施設更

新関連費と運転・維持管理費に関し、企業局

から受領する八代工水更新負担金等の５億円

と合わせた総計40億円を支出する計画になっ

ております。 

 一方、企業局は、運営事業者との協定に基

づく案分によりまして、総計35億円を受領す

ることとなります。受領した総計35億円のう

ち、企業局人件費や竜門ダム関連経費などの

共同施設負担金へ総計29億円を支出いたしま

す。 

 図の右上を御覧いただきますと、この計画

によりまして、施設の更新関連費と運転・維

持管理費は、20年間で、県が実施した場合の

33億円足す20億円の53億円から、14億プラス

26億の合計40億円に縮減される見込みとなっ

ております。 

 また、下段に記載のとおり、コンセッショ

ンの導入効果としては、県の業務等改善とし

て、先ほどの施設更新に係る経費の節減、料

金収入や経理事務の時間縮減などが挙げられ

ます。 

 さらに、ユーザー企業へのサービス改善と

して、口座振替方式の導入による利便性の向

上、漏水事故が発生した際の初期対応、早期

復旧に向けた機動力の発揮などが挙げられま

す。 

 このように、経費節減のみならず、民間の

ノウハウや活力を生かした効果もあるところ

でございます。 

 以上を踏まえまして、６ページの経営状

況、ア、収益的収支を御覧ください。 

 営業収益については、昨年度比で、8,600

万円余の減でありますが、これは、さきに説

明しましたコンセッション方式の導入によ

り、料金収入については、運営事業者が一旦

全額受領し、案分による受取額を企業局が受

領するため、減少したものでございます。 
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 営業外収益については、昨年度比で1,500

万円余の減となりました。 

これは、定期償還の利息額変動に伴う一般

会計からの補助金の減や補助物件の償却に伴

う長期前受金戻入の減などが主な要因です。 

 特別利益については、今期、苓北工水の減

損処理を行いました関係で、長期前受金戻入

に１億2,600万円余を、また、それに相当す

るものとして、表の下段のほうになりますけ

れども、同様に、収益的費用の特別損失とし

て、同額の１億2,600万円余を計上しており

ます。これは、いわゆる会計上の処理に当た

ります。 

 これらの結果、収益的収入は、昨年度比で

1,600万円余の増となっております。 

 次に、収益的費用についてですが、営業費

用につきましては、コンセッション方式導入

によりまして、企業局の支出として、委託

費、修繕費、動力費、薬品費、賃借料など、

これらは、昨年度と比較すると全てゼロとな

っておりますが、荒尾市、大牟田市などの共

同管理者からの維持管理負担金については、

企業局で一旦受領いたしまして、その後運営

事業者へ支払うことから、運営事業者への負

担金の増として、２億8,700万円余となって

おります。 

 営業外費用については、昨年度比で1,000

万円余の減となりました。 

これは、企業債の定期償還額に係る利息支

払いの減でございます。 

 これらの結果、収益的費用は、昨年度比で

8,200万円余の増となっており、収益的収入

から収益的費用を差し引いた合計は、当期純

損失で１億3,000万円余となり、昨年度比 

6,500万円余の損失の増となったところでご

ざいます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 次に、イ、欠損金の状況でございます。 

 当年度純損失は１億3,000万円余であった

ことから、欠損金の累計は51億7,000万円余

となりました。 

 今後、コンセッション方式の定着と運営事

業者の着実な運営実施などを注視しながら、

新たな需要開拓、さらなる経営改善に努めて

まいります。 

 次に、ウ、資本的収支でございます。 

 資本的収入については、企業債、長期借入

金、補助金、工事受託金の項目で、いずれも

前年度比マイナスとなりました。 

これは、コンセッション方式への移行によ

り、通常事業に伴う工事に係る借入れ、補助

金の利用等が少なくなり、資金供給が抑制さ

れたことによる減でございます。 

 一方、資本的支出については、建設改良

費、企業債償還金について、いずれも前年度

比マイナスとなりました。 

これは、建設改良費は、主に工事発注の減

少に伴うものであり、企業債償還金は、主に

年度ごとの定期償還額の変動による減でござ

います。 

 なお、収支差引きのマイナス8,800万円余

につきましては、消費税の調整額であります

とか留保資金のほうで補塡をしております。 

 次に、８ページの(3)有料駐車場事業会計

でございます。 

 有料駐車場事業は、昭和55年３月に営業を

開始いたしました熊本市中央区安政町の立体

駐車場と、平成３年２月に営業を開始いたし

ました熊本市中央区新屋敷の月ぎめの平面駐

車場を運営しております。平成28年度から

は、指定管理者制度を導入し、現在、２期目

となっております。 

 次に、下段の表、有料駐車場利用台数です

が、普通駐車と定期駐車を合わせた駐車台数

は15万569台で、対前年度比96.9％となりま

した。コロナ前は、おおよそ20万台を超えて

おりましたので、新型コロナ感染対策が長期

化していることによる人流減少の影響が大き

いものと考えております。 

 次に、経営状況でございます。 
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 まず、収益的収支ですが、収益的収入は１

億円余、収益的支出は6,800万円余で、3,200

万円余の純利益となっております。 

 営業収益では、昨年度比で2,700万円余の

マイナスとなりました。 

これは、主に企業局が実施した改修工事に

伴う車室の制限と、コロナ禍に伴う利用者減

少を考慮いたしました基本納付金の減額措置

によるものでございます。 

 基本納付金とは、指定管理者が応募した際

に提案された納付額で、指定管理者と協定書

を締結し、毎年度企業局に納付していただく

こととなっております。 

 また、費用面では、昨年度比で1,600万円

余のマイナスとなりました。 

これは、主に給与手当、退職給付費、修繕

費等の減少によるもので、給与手当につきま

しては、予算の割当て対象の職員の異動に伴

いまして、単価が変動したことによる減でご

ざいます。 

退職給付費につきましても、令和３年度

は、退職給付費の不足額がなかったことによ

り、引当金の繰入れが生じなかったことによ

る減でございます。 

 ９ページのイ、剰余金(利益)処分計算書案

及びウ、積立金、留保資金残高一覧ですが、

今回計上しております令和３年度未処分利益

剰余金3,210万1,433円のうち3,210万1,000円

は、処分案のとおり地域振興積立金に充当い

たします。 

 なお、処分後の積立金残高は３億3,100万

円余となり、損益勘定留保資金と合わせた合

計、いわゆる内部留保は７億600万円余とな

ります。 

 最後に、エの資本的収支ですが、資本的支

出は、一般会計への２億円の繰出金となって

おります。財源は、地域振興積立金を活用し

ております。地域振興積立金は、一般会計で

実施いたします環境や新エネルギー導入など

の事業に繰り出すための企業局の積立金でご

ざいます。 

 以上が令和３年度決算の概要です。よろし

く御審議をお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 以上で企業局の説明が終わ

りましたので、質疑を受けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いいたします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 工業用水道事業についてであ

りますけれども、大きく、説明資料では４ペ

ージ、それから、監査の内容については、26

ページですね。 

 監査のほうでも指摘されておりますけれど

も、なかなか厳しい環境がずっと続いている

ということでありますが、改めて１つ確認し

ておきたいのは、例えば有明工水は、玉名地

域に工業団地を造って、そこにちゃんと水の

供給をしましょうという計画があったわけ

で、それに必要な流量を竜門ダムで確保し

て、そのアロケーションでちゃんと負担金を

払っているという現状だと思います。 

 大きな時代の変化の中で、工場の体制とい

うんですかね、要は、当時想定したよりも水

を使わなくなっているという現象があるとい

う話を前どこかで聞いたことがあります。つ

まり、そもそもの計画でいったときの工業団

地が全稼働をして、それを全部有明工水を使

っていただいたとしても、今の稼働率がもち

ろん上がりはしますけれども、100にはなら

ないというお話を聞いておりますが、その点

はいかがでしょうか。まず確認させてくださ

い。 

 

○亀丸総務経営課長 御指摘のとおりでござ

いまして、当初の県の計画では、有明工業用

水道の必要な工業用水、それを工業団地のほ

うに安定的に供給いたしまして、全ての産業

基盤のインフラである工業用水を使って産業
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活動をしようというふうな計画でございまし

た。 

 ところが、工業団地につきましては、もう

ほぼほぼ、３か所ございますけれども、そち

らのほうは埋まってきておりますが、当初予

定していたよりも水を使わない産業が中に入

ってきておりました。 

 主に、水を使うといいますのは、工業で工

業製品を洗浄したり、あるいは、温度が高く

なりますので、それを冷却したり、そういう

ことに使うんですが、それ以外の、例えば運

送関係でありますとか、そういうふうな水を

使わない産業というのが入ってきたというこ

ともございまして、現在、４ページにありま

すとおり、給水能力は、有明のほう３万 

3,000トンほどございますけれども、その半

分弱の契約水量にとどまっているところでご

ざいます。 

 

○前川收委員 ということは、もともとの計

画のとおり頑張って売っていただいたにして

も、ほぼほぼもう工業団地は埋まっているわ

けですから、この収支を改善することは不可

能だと思います。 

 そこででありますけれども、監査の中にも

入っておりますが、幾つか方法があって、も

っと工業団地をたくさん造って、そこにたく

さん水を使っていただくことができるのか、

もしくは、ＴＳＭＣも含めた水の需要がある

ところに、その水を持っていくことが可能な

のか、そういったことはしっかり検討しても

らいたいと思っておりますが、いかがでしょ

うか、検討状況は。 

 

○竹田企業局長 今御指摘ありましたよう

に、ＴＳＭＣはじめ半導体関連の企業の進出

というお話がいっぱい来ております。この辺

りの企業というのは、県内にあります豊富な

地下水を活用してという、そういう動きだと

思うんですけれども、私どもが今荒尾とか長

洲とかに持っていっている水は、河川の水を

ちょっと１次処理してますので、そこまでき

れいな水ではないという状況です。 

 全国的にいろいろ調べてみましたらば、岩

手県のほうで、それをさらに今度はろ過をし

て、もっときれいにして半導体関連の企業に

売っているというところもあるようなので、

そういった今勉強を私ども始めたところで

す。企業さんに買ってもらえるのかどうか、

単価の兼ね合いもあろうかと思いますけれど

も、今ちょっとそういう勉強を始めて、未利

用水をいかに活用するのか、それと地下水と

の関係、八代のほうはバイオマス発電所が今

建設中のがございまして、八代港のほうです

ね。そちらのほうが稼働を始めますと、ある

程度使ってもらえるということになってます

ので、そうすると、この契約率が50％超える

ぐらいの今試算しておりますので、そうなる

と大分経営的には楽になってくるかなと思う

んですけれども。有明については、そういう

今のところ以外のところも含めて、ちょっと

幅広く勉強を始めているところではございま

す。 

 

○前川收委員 冒頭言いましたとおり、これ

は有明も八代も同じですけれども、そもそも

の目的のとおりやったって、これはもう稼働

率100％にはならない、契約率100％にはなら

ないという認識の下で、いろんな他利用、ほ

かの利用方法をしっかりと考えるということ

が重要だと思います。 

 もちろん、工業用水道事業から見れば、収

支が合っていくようにしていくというのが、

当然、企業局の目的だというふうに思います

けれども、ある面では、地下水涵養機能とい

うんですかね、これは誰がお金が払うのかよ

く分かりませんが、いずれにしても、大量の

地下水を必要とする企業が県内に入ってくる

ということであれば、いろんな心配もあるわ

けでしょうから、地下水涵養機能をこの未利
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用水でやるとか、私、昔経済委員会で提案し

たことがあるんですけれども、今でも海に捨

てている、流している水がたくさんあるじゃ

ないかと、それは環境用水じゃないのかと、

環境のために流さなくていい水を流してるん

だという概念から見れば、海に対して、その

環境的なものとして考えていただいて、それ

を幾らか国のほうででも――有明海がきれい

になると、きれいさを維持するという水があ

るということから見れば、そういうものをち

ゃんと費用として見ていただけないかという

提案をしたこともあります。 

 それは、なかなか簡単には当然いかないわ

けでありますが、竜門ダムだけで見ても、竜

門ダムの工事費負担を変えるというのは、も

う約束してあって、相当難しいです。という

か、もうほとんど不可能に近いと。だから、

使ってなくてもお金は必要だと、払わなきゃ

いけないということでありますので、ぜひ幅

広く、この未利用水についての検討をしてい

ただければと思いますし、収支の問題もあり

ますけれども、環境的な面で企業局が貢献す

るという、そういう視点もあっていいんじゃ

ないかなというふうに思いますので、よろし

くお願いします。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○坂田孝志委員 今の関連でいきますと、水

道代金、これはもう幾らか考えなきゃならな

い状況に来ているんじゃないかなという気が

いたしますが、そこはいかがなんですか。 

 

○竹田企業局長 今有明のほうで１立米当た

り50円、八代のほうが35円という形でやって

おります。この50円というのは、全国的に見

ても非常に高い状況でございます。なかな

か、値段を上げれば上げたで、また水を使わ

なくなるという、そこも兼ね合いがなかなか

難しいかなと思っております。新たに、例え

ばろ過をするとかという形になれば、上乗せ

して、またお金を単価を上げるというところ

はあろうかと思いますけれども、まずは、少

しでも使っていただけるような策を考えてい

きたいというふうに考えております。 

 

○坂田孝志委員 八代の代金は。 

 

○竹田企業局長 八代のほうは、先ほど申し

ましたバイオマス発電所が水を使っていただ

くようになると、ある程度赤字から黒字に転

換する可能性がありますので、そういう状況

を見ながら考えていきたいと思っておりま

す。 

 

○坂田孝志委員 竜門は50円で高いと、八代

の35円はどうなんですかと。 

 

○竹田企業局長 35円というのは、標準的な

ところというふうには考えておりますけれど

も、八代の外港のほうで、いろいろ企業活

動、そちらのほうを支援するという意味合い

で、なかなか、値段は上げないでいければい

いかなというふうに考えておりますので、ま

ずは、値段を上げなくても済む方法を考えて

いきたいというふうに考えております。 

 

○坂田孝志委員 それはもう企業支援の観点

から、そういうような御配慮があるというこ

とはありがたいことでしょうけれども、こう

何年も恒常的に赤字が出てるということは、

当初の計画にやっぱりそこは無理があったわ

けですね。八代ももう満杯ですもんね。もう

本当に一つの余地もない。考えるとするなら

ば、加賀島のほうに、新たにまた工業団地に

類するものができれば、そちらの用途が考え

られますけれども、今の段階ではとても無理

だと。それで、今度は取水堰を改修でしょ

う、また企業局側の負担も発生しますよね。
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ますます累積がまた大きくなることも予想さ

れますね。農業分は、いろいろ国の手当もあ

って、ある程度の補助もございますからいい

ですけれども、企業局が、あるいは単独で取

水しておられる日本製紙だとか、ほかの企業

の負担も当然高まってくるわけですが、根本

の――長年こうやって続いてますから、もう

少しやっぱり抜本的な対策を考えませんとで

すね。 

 前川先生からもあったように、それだけ水

が余っていれば、この未利用水をもっとやっ

ぱり積極的に考えるべきですよ。そうしませ

んと、ずっと累積が増えるばかり。これには

金利もつくわけでしょう。ますますそれは大

きくなりますから、しっかりとそこは御検討

いただきたい、そう思っております。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○中村亮彦委員 説明でちょっと疑問に思っ

たので質問したいと思うんですけれども。令

和４年度の決算特別委員会説明資料、薄いほ

うなんですけれども、有料駐車場のことにつ

いて少しお聞きしたいんですが、８ページで

すけれども、有料駐車場の利用台数というの

は、令和２年から令和３年、減ってはいます

けれども、そんなに減ってないんですよね。

90％台後半ということでですね。あんまり変

わらぬということで、そもそもが決まった箱

の中で決まった台数、いわゆるその用意して

いる台数ですたいね。待ちの商売といいます

か、止めてくれる人の料金を徴収すると。経

費というのは、あんまり変わらぬだろうと思

うんですよね。建物は一緒だし、それにかか

る人件費であったりとか、その他の運営費、

こざこざあると思うんですけれども、その辺

のことについてあんまり変わらぬと思うんで

すよ。 

その下の段に行きますと、今度は経営状況

のことになりますと、２年度が１億2,600、

それから9,800ということで、大分減っては

いるんですけれども、最終的に下のほうまで

行くと、純利益になると3,200万残っている

ということであります。これはもう冒頭の藤

井監査委員の説明にもありました。やっぱり

大きなものは営業収益ですね。減った大きな

ものは、台数減ってないのに減ったのは、こ

の基本納付金の減額措置ということだったん

ですけれども。 

 それから、営業費用のところを見てみます

と、6,800万、8,400万、経費が減っとるんで

すよね、大幅にですよ。大体こういう事業と

いうのは、あんまり経費は毎年変わらぬもの

だろうと思うんですね。しかし、がたっと減

っとる。その理由は、ここに３つ掲げてあり

ますけれども、この３つを足しますと、大体

8,400万、これに近いんですよね。というこ

とは、毎年かかる費用はあんまり変わらぬだ

ろうというふうに思うんですよ。そうなる

と、これは、9,800万で8,400万かかりよるな

ら、もうどうかすると損益分岐点は割りやせ

ぬかと、次の年ですね、というふうに思うん

ですけれども、これは、だから基本納付金を

見直す、あるいはどこか改造するとか、そう

いうふうなことで来年臨まれるかというふう

に思うんですけれども、そこはいかがかお聞

きしたいと思います。 

 

○亀丸総務経営課長 基本納付金につきまし

ては、これは、令和２年度までが第１期で、

令和３年度からが第２期がスタートしており

ます。当然のことながら、指定管理者から御

提案をいただいている基本納付金につきまし

ては、令和元年度までは台数多かったんです

けれども、令和２年度からは、コロナの影響

でがたっと台数が減りました。その関係で、

コロナを見越して基本納付金そのものを、提

案額が当初、年に換算しますと大体１億 

2,000万ぐらいだったものが、１億円弱、１
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億円ぐらいに、基本納付金そのものが、まず

減額の提案があっております。それにプラス

するところで、今回うちが令和３年度に駐車

場のシャッターのほうの工事をしました関係

で、駐車できる台数を一時期絞っておりま

す。その分の減額措置と合わせて、もう一つ

は、先ほど言いましたコロナの関係で減額措

置、ですから、これで約3,200万の減額措置

となっておりますけれども、このうちの 

2,000万ほどは基本納付金そのものの減少

と。それから、車室の制限とコロナの減額、

合わせまして約1,000万というところで、合

計の3,200万の減額措置を行ったものでござ

います。 

 

○中村亮彦委員 指定管理者は、２期目とい

うことですけれども、最初の業者と２期目の

業者は一緒ですよね。 

 

○亀丸総務経営課長 一緒でございます。 

 

○中村亮彦委員 最初のときから、やっぱり

大分施設も変わったと思うんですよね。料金

のシステムだったりとか、入場するときの機

械も恐らく大変新しいものに変わっとるだろ

うと思うんですね。それで、指定管理者にお

いても、設備投資はもちろん、初期投資にも

かかっとると思うんですけれども、これから

も、いろんな修繕等々いろいろあると思いま

すので、しっかり利益出していただかんとい

かぬですから、質問させていただいたところ

であります。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員長 ほかに。 

 

○前川收委員 関連していいですか。しつこ

くてすみません。 

 基本納付金を減額なさったというお話です

けれども、対前年度比、令和２年と令和３年

の有料駐車場の利用台数を見ると、96.9とか

99.9とか、そんなベースでいくと、そんなに

たくさん減ってないのに、なぜ2,000万前後

の基本納付の減額に応じられたのか。実態的

には、あんまり置いてあった台数は少なくな

ってないじゃないかと。それでも、2,000万

前後の納付を下げたという理由は何ですか。 

 

○亀丸総務経営課長 実は、御指摘のとお

り、台数的には、それほど２年度、３年度、

これは両方ともコロナの影響がございました

ので、15万台ということで減っております。 

 実は、令和２年度につきましても、指定管

理者のほうから減額できないかというふうな

お話があってたところでございますけれど

も、なかなか、うちと結んでいる協定書の中

で、そういうふうな項目がございませんでし

たので、一旦令和２年度については、減額に

ついては見送ったと、状況を見ながらという

ところで終わっております。 

 令和３年度に、新たに第２期目の協定を結

び直しましたときに、協定の中身を一部改正

いたしまして、両方の責任によらない不可抗

力の場合については、双方で協議ができるよ

うな規定を新たに協定書の中に追加いたしま

した。 

 今回、令和３年度につきましても、依然と

してコロナの影響があるということで、台数

は前年度とあまり変わらないので、どうにか

減額できませんかというふうなお話がござい

ましたので、今回につきましては、その規定

を根拠といたしまして双方で協議をし、それ

相当の減額措置を行ったところでございま

す。 

 

○前川收委員 ということは、コロナの影響

前の台数が分からないから、この資料では、

令和２年もこれは影響を受けている台数で減

っているわけですね、かなり。この２年と３

年の対比だけで見ると、ほとんど変わってな
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いのに、２年と３年度だけでは、その基本納

付金だけが下がったということでは、なかな

か分かりにくいので、もともとの大体何台ぐ

らい入っていたのか、いわゆるコロナの影響

を受けてない台数が分かれば、実に説明が分

かりやすかったと思いますが。 

 

○亀丸総務経営課長 その点については、資

料がちょっと不足しておりまして、申し訳ご

ざいません。 

 実は、平成28年度から指定管理者制度を入

れておりますけれども、平成28年度は、当然

のことながら地震の影響を受けまして、駐車

場のほうも被災をしたところでございまし

て、台数はそれほど多くなかったんですけれ

ども、それ以降につきましては、20万台を超

えております。 

 直前の令和元年度につきましては、22万台

ほどの駐車台数がございました。それから、

令和２年度になって、約７割に駐車台数が落

ち込んで減収となっておるところでございま

す。 

 令和３年度も同じ状況で、令和４年度、今

年度に入りまして若干の回復傾向にはござい

ますけれども、まだまだそれでも以前の大体

８割程度に今もとどまっておるところでござ

いますので、また今後いろんな町なかの活性

化をしていけば、駐車場台数も増えていくの

かなというふうに思っておるところでござい

ます。 

 

○前川收委員 理由は分かりましたが、基本

納付金が減った原因を説明する資料として

は、この資料では不適だと思っておりますの

で、今後ぜひ注意してみてください。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○緒方勇二副委員長 すみません、今のお話

でよく分かりました。令和元年度は22万台ぐ

らいあったと。ですから、稼働率とすれば７

割ぐらいに減ったんだということ、分かりま

す。 

 コロナの影響でということでありますけれ

ども、指定管理者の会社のほうが、何がしか

の国の支援金とか、いろんな制度ありました

から、コロナの影響を受けてと、こういうこ

とは受けられたんでしょうか、それが１つ。 

 それから、内部留保金から県政貢献で随分

されてますので、これ以上申し上げるところ

はないんですが、監査意見の中で、県民や観

光客が利用しやすい駐車場としての運営に努

めていただきたい。この辺の何か策を――今

朝でしたか、昨日でしたか、新聞にも出まし

た。レンタカーに、人吉・球磨であれば、 

3,000円を出すとか、いろんなことをやられ

てますが、要は、県営駐車場を利用するにつ

いて、私たち非常に利用しやすいなと思って

ます。ただし、周りの民間駐車場からすると

稼働率ですね、空いてる率とか、そういう点

からいくと、どの程度なのかなと。常に満杯

状態が続いているぐらい動いているんだとい

うような状況なのかというのが、ちょっと説

明があれば分かりやすいなと思うんですが、

その点いかがでしょうか。 

 

○亀丸総務経営課長 県営駐車場につきまし

ては、今後も民間の活力を導入しまして、い

ろんな改善を行って、現在も行っているとこ

ろでございます。 

 局長の冒頭の挨拶にもありましたとおり、

昨年度は、電気自動車が増えてきております

ので、その充電ができる施設を、今まで１台

あったんですけれども、さらにもう１台増や

してみたり、あるいは、昨年度は、これま

で、クレジットカードでの支払いとか、くま

モンのＩＣカード、そういった電子マネーで

の支払いも可能にできるような対策を行った

ところでございます。 
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 それから、民間の周辺の駐車場との比較と

いうふうなお話でございましたけれども、位

置的に非常にいい場所にもございますので、

それなりの稼働率はございます。年間15万台

といたしましても、月々１万台ですので、大

体１日当たり300台、週末のほうが多いのか

もしれませんけれども、そういうふうなとこ

ろで、ここの駐車台数は298台が駐車可能で

ございますので、ほぼ一日はそれが満杯にな

るというふうなところでございます。 

 

○緒方勇二副委員長 係員の方も、本当懇切

丁寧で、非常に使いやすい駐車場と思います

ので、今後ともよりよい駐車場にしていただ

きたいと思います。 

 これは要望なんですけれども、人吉・球磨

は肥薩線がもうありません、今現在。３次医

療圏に通院するにしても、みんな車で来られ

るんですよ、高速バスの利用であるとか。こ

れは必ず付添いが要ります。 

 こういう県政貢献考えるとき、２次医療圏

から本当に来られるときに、駐車場を、やっ

ぱりその辺のことを、ちょっと郡部から来ら

れることの割引とか、何か一部考えられても

いよいよいい時代じゃないかなというふうに

思うんですが、その辺も利便性向上も含めち

ょっと考えていただきたいなと、これは要望

です。 

 

○亀丸総務経営課長 いろんな改善策を今指

定管理者と一緒になって検討をしているとこ

ろでございますので、今委員から御要望がご

ざいました案件につきましても、その中に加

えて検討していきたいと思っております。 

コロナ関係につきましては、駐車場につい

ては、そういった支援金はございませんの

で、残念ながらここは受けられておりませ

ん。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 なければ、これで企業局の

審査を終了します。 

 ここで、説明員の入替えのため、11時10分

まで休憩します。 

  午前10時59分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時８分開議 

○山口裕委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開します。 

 これより病院局の審査を行います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、病院事業管理者から、決算概要

の総括説明をお願いします。 

 

○渡辺病院事業管理者 病院局でございま

す。 

 令和３年度決算の説明に先立ちまして、昨

年度の決算特別委員会において御指摘のあり

ました施策推進上改善または検討を要する事

項等につきまして、その後の措置状況を御報

告いたします。 

 病院局に対しましては、「児童・思春期医

療について、こころの医療センターにはここ

ろの思春期外来や専門病床が開設されている

ものの、専門医が確保されていないので、精

神科医療のセーフティーネットとして、専門

医の確保に努めること。」との御指摘をいた

だきました。 

 こころの医療センターでは、発達障害児へ

の支援や精神疾患の早期発見、早期治療の観

点から、児童・思春期医療に取り組んでおり

ます。 

 専門医の確保に向けては、熊本大学をはじ

めとする関係機関に継続的な働きかけを行う

とともに、病院内部での専門医の育成に取り

組んでまいりました。 

 残念ながら、いまだ新たな専門医の確保に
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は至っておりませんが、引き続き、県の内外

を問わず取組を進めてまいります。 

 なお、専用病床である思春期ユニットにつ

きましては、新型コロナウイルス感染症患者

の受入れに伴いまして、昨年11月から一時休

止しております。 

 次に、当センターの運営状況について御説

明いたします。 

 当センターでは、県立の精神科病院とし

て、措置入院など民間では対応が困難な患者

の受入れや、薬物依存など専門性が必要な患

者の治療を行うセーフティーネットとしての

役割を担うとともに、政策的・先導的医療と

して、患者の地域移行支援や児童・思春期医

療に重点的に取り組んでおります。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症につき

ましても、重点医療機関として、最大で12床

の病床を確保し、精神疾患のある患者を受け

入れております。 

 以上のような運営状況にありまして、今年

度のこころの医療センターの入院患者数は１

日平均86名程度、外来患者数は89名程度で推

移しております。 

 なお、昨年度から今年度にかけまして、老

朽化した空調設備及び照明設備等の大規模改

修事業に取り組んでおります。 

 次に、令和３年度の決算状況につきまし

て、概略を御説明いたします。 

 総収益19億8,000万円余に対し、総費用16

億7,000万円余で、当期純利益は３億円余と

なっております。 

 新型コロナウイルス感染症の専用病床確保

に対する補助金の受入れにより、当期純利益

が前年度から大幅に拡大いたしましたが、そ

の一方で、中期経営計画に掲げております病

床使用率や外来患者数などの目標値は達成で

きていない状況となっております。 

 今年度も、県立病院として期待されている

役割を果たすとともに、収益の確保を図りな

がら、安定的な経営に努めてまいります。 

 以上が病院運営及び決算状況の概要でござ

いますが、詳細につきましては、この後総務

経営課長から御説明いたしますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 次に、監査委員から、決算

審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○藤井監査委員 お手元のピンクの冊子でご

ざいます。令和３年度決算審査意見書をお願

いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 中段の第２、審査の結果ですが、決算諸表

は、病院事業の経営成績及び財政状態をおお

むね適正に表示しているものと認められまし

た。 

 以下、経営の状況について記載しておりま

すが、病院局の説明と重複いたしますので割

愛させていただきまして、９ページをお願い

いたします。 

 決算審査意見について、こちらに記載して

おります。 

 御説明いたします。４点ございます。 

 まず、(1)第３次中期経営計画の着実な実

施についてですが、新型コロナウイルス感染

症の影響もあり、入院や外来患者数等の実績

が目標値を下回っております。コロナ禍の厳

しい状況ではありますが、今後も運営体制の

強化や安定した経営基盤の確立を図りながら

取り組む必要がございます。 

 次に、(2)医師をはじめとした医療スタッ

フの確保についてです。 

 先ほど事業管理者も触れられましたが、引

き続き安定的な医療体制を確立するために、

知事部局ともしっかりと連携し、熊本大学等

への働きかけを行うなど、医療スタッフの確

保、育成に努めていただきたい。また、児

童・思春期医療の推進に当たっては、専門医

の確保が難しいという現状を踏まえ、医療ス

タッフの専門性を高める教育研修の推進に努
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めていただきたいと考えております。 

 次に、(3)利用者のニーズに対応した医療

の展開です。 

 引き続き、児童・思春期医療や患者の地域

生活支援に積極的に取り組んでいただきたい

と考えております。 

 最後に、(4)県立精神科病院としての地域

への貢献についてですが、引き続き、県内精

神科医療のセーフティーネットとしての機能

の維持、充実を図るとともに、センターが有

する諸資源を活用し、地域貢献への積極的な

取組を期待しております。 

 以上が病院局の決算審査意見の概要でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 次に、総務経営課長から、

決算資料の説明をお願いします。 

 

○川上総務経営課長 総務経営課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 まず、本年度の定期監査の結果につきまし

ては、指摘事項はございませんでした。 

 続きまして、監査委員からの決算審査意見

について、取組状況を御説明いたします。 

 １点目は、第３次中期経営計画の着実な実

施についてであります。 

 令和３年度におきましても、全体として新

型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け

まして、病床利用率や外来患者数の目標を下

回りました。 

 新型コロナにつきましては、依然として先

行き不透明な状況となっておりますが、引き

続き運営体制の強化に努め、目標達成に向け

て取り組んでまいります。 

 ２点目は、医師をはじめとした医療スタッ

フの確保についてであります。 

 現在は、常勤３人、非常勤11人の医師で診

療体制を整えておりますが、今後も知事部局

とも連携し、熊本大学など関係機関への働き

かけを継続し、専門医師の派遣をお願いして

まいります。 

 また、児童・思春期医療の経験を生かしな

がら、現行スタッフの専門性を高めてまいり

ます。 

 ３点目は、利用者ニーズに対応した医療の

展開についてであります。 

 こころの医療センターでは、新型コロナウ

イルス感染症の発生当初から、精神疾患のあ

るコロナ患者の入院受入れを積極的に進め、

重点医療機関としての役割を果たしてまいり

ました。 

 引き続き、児童・思春期医療を推進してい

くとともに、患者の社会復帰や地域生活を支

援するなど、利用者ニーズに対応した医療を

展開してまいります。 

 ４点目は、県立精神科病院としての地域へ

の貢献についてであります。 

 先ほど申し上げましたように、精神疾患の

あるコロナ患者の重点医療機関として、昨年

度は延べ554人の入院受入れを行いました。 

 県立の精神科病院への期待に応えるべく、

引き続きセーフティーネットの機能充実を図

り、地域医療に貢献してまいります。 

 決算審査意見書につきましては、以上でご

ざいます。 

 続きまして、令和３年度の決算状況等につ

きまして御説明いたします。 

 お手元の令和４年度決算特別委員会説明資

料を御覧ください。 

 資料１ページ、１、病院の概要をお願いい

たします。 

 (1)病院の沿革についてですが、本病院

は、昭和50年に富合病院として開院し、平成

９年度の改築後はこころの医療センターとし

て運営しております。 

 稼働病床は150床ですが、そのうち10床は

結核病床となっております。現在、この結核

病床を精神疾患のある新型コロナウイルス感

染患者の受入れ病床として使用してございま

す。 
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 また、本病院の設置根拠は、精神保健福祉

法にあり、県に設置が義務づけられている精

神科病院として位置づけられております。経

営形態は、地方公営企業で、地方公営企業法

の全部適用となっております。 

 (2)の組織図を御覧ください。 

 病院局は、病院事業管理者の下、職員103

人で組織し、うち診療部が24人、看護部が67

人、総務経営課が10人という構成です。 

 次の(3)病棟構成を御覧ください。 

 本来４病棟あるのですが、１病棟を休止し

ているため、稼働している３病棟を記載して

ございます。 

 表の上から、東２病棟、急性期治療病棟

と、次の西１病棟、総合治療病棟は、閉鎖病

棟となっております。次の西２病棟、社会復

帰病棟は開放病棟で、この中に児童・思春期

の入院治療を専門に行う20床の思春期ユニッ

トを設置しております。 

 ただし、先ほど局長の説明にもありました

ように、コロナ患者の受入れに伴い、思春期

病棟にも一般精神の患者を受け入れることと

しまして、令和３年11月から思春期ユニット

は休床しております。 

 １枚おめくりいただき、２ページをお願い

いたします。 

 ここから、令和３年度の状況について御説

明をいたします。 

 まず、当病院の第１の使命でもありますセ

ーフティーネット機能の維持、充実について

でございます。 

 表には、措置入院の患者数や医療面で高度

な専門性を要する入院患者数、他病院からの

新患受入れ患者数を掲載しております。 

 表の右側、前年度増減の欄を御覧くださ

い。 

 セーフティーネット機能を表す措置入院の

患者数は増加しました。また、他の病院では

対応困難な精神疾患のあるコロナ患者の入院

患者を、実人数で前年度の2.5倍に当たりま

す55人を受け入れました。１人平均10日間程

度の入院がありましたので、括弧内の延べ人

数は554人となっております。一方で、他病

院からの受入れは、入院、外来とも減少いた

しております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 ２、政策的・先導的医療の展開についてで

ございます。 

 (1)政策的医療の展開については、患者の

地域での社会生活に向けた地域生活支援の充

実を図りました。 

 平成26年度に設置しました地域生活支援室

が中心となりまして、多職種の医療スタッフ

と連携しながら、きめ細やかな訪問支援や相

談対応を行っております。 

 具体的には、②の活動状況のとおり、退院

後の社会生活に不安を抱える患者を対象とい

たしまして、日常生活支援、金銭・服薬管理

等の支援を行いました。 

 中央の表の一番下の欄、訪問支援延べ人数

の推移を御覧ください。 

 訪問支援は、年々増えておりましたが、新

型コロナウイルス感染症対策としまして、訪

問を控えるなどしたため、令和元年度及び令

和２年度は1,300人程度まで減少し、令和３

年度は、週に複数回訪問する患者が増えたこ

とによりまして、1,501人まで回復をいたし

ました。 

 次の(2)先導的医療の展開では、発達障害

を含む児童・思春期医療を行う医療機関が少

ないため、県立病院としてのニーズに応える

べく、外来から診療、入院まで一貫した医療

体制を構築し、平成30年からは、20床の児

童・思春期病床、思春期ユニットを稼働させ

ておりました。ただし、先ほど御説明いたし

ましたとおり、令和３年11月から思春期ユニ

ットは休止しているところでございます。 

 ①の外来の表を御覧ください。 

 この中で、平成30年度は、児童・思春期専

門の医師が勤務していたため、大幅に患者数
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が増えております。翌年度には、その専門の

医師が異動したことから、その分減少してお

りますが、これまでの経験を生かしまして、

現行スタッフで積極的に診療に当たったこと

によりまして、令和３年度は1,807人まで増

加をいたしております。 

 １枚おめくりいただき、４ページをお願い

いたします。 

 ３、入院・外来の状況についてでございま

す。 

 アの入院の状況ですが、新型コロナウイル

ス感染症患者の受入れのため、２病棟体制と

したことも影響いたしまして、入院患者数、

それから収益とも減少いたしました。 

 表を御覧ください。 

 表の右側に、前年度増減を挙げております

が、入院患者延べ人数は4,315人減少いたし

ました。そのうち、児童・思春期の入院患者

数は、思春期ユニットの休止もあり、1,335

人の減少となりました。 

 その下の棒グラフは、左が入院患者数、右

が入院収益の過去５年間の推移を表しており

ます。患者数は、一貫して減少しており、収

益のほうは凸凹ございますが、やはり総じて

減少傾向にございます。 

 次に、イの外来の状況を御覧ください。 

 令和２年度の感染拡大期にデイケアを一時

休止いたしましたが、令和３年度において

は、年間を通して実施したこともあり、外来

患者数、収益とも前年度より増加をいたして

おります。 

 表を御覧ください。 

 表の右端の前年度増減のとおり、外来延べ

人数は1,040人増加し、外来収益も1,515万円

増加いたしました。 

 この表の下の棒グラフも、左が患者数、右

が収益の推移を表しております。 

 平成29年度から患者数、収益ともに減少し

続けておりましたが、令和３年度は増加に転

じました。令和元年度以降の減は、コロナの

状況に応じたデイケアの休止、患者の受診控

えなどが影響をいたしております。 

 次の５ページをお願いいたします。 

 ４、経営状況です。 

 アの当期純利益は、前年度に引き続き黒字

となりました。 

 表を御覧ください。 

 総収益は、前年度比２億8,592万円と大き

く増加しました。これは、新型コロナウイル

ス感染症患者の入院病床確保をはじめとする

補助金により、４億円超の医業外収益を計上

したことが大きな要因でございます。 

 総費用については、前年とほぼ同額で12万

円程度の増加となり、結果、令和３年度の当

期純利益は３億745万円余の黒字となりまし

た。 

 イの一般会計からの繰入れは、医業を柱と

する収益的収入について、国の繰り出し基準

に従い算定した額の８億9,518万円を、県の

一般会計からいただいております。 

 また、資本的収入につきまして、平成23年

度から、国の繰り出し基準を用いず一般会計

からの繰入れを受け入れていないため、繰入

金はゼロでしたが、昨年度から受入れを再開

し、企業債の元金償還に伴う分としまして、

１億6,389万円を県の一般会計からいただき

ました。 

 次の５、経営目標の達成状況については、

下の表を御覧ください。 

 表左側の５つが、具体的な経営目標の項目

でございます。 

 表の中ほどの第３次中期経営計画目標値と

令和３年度実績値、これを比較したものが、

一番右側の経営目標達成率でございます。 

 令和３年度は、いずれの項目も目標達成に

至りませんでした。全体的にコロナの影響を

受けておりますが、特に上から２つ目の児

童・思春期専用病床利用率の達成率は13.6％

となりました。 

 また、一月の作業療法延べ人数につきまし
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て、達成率が65.5％となりました。これは、

患者のケア体制といたしまして、従来、複数

の病棟から同時の参加を認めていたところ

を、新型コロナの感染防止の観点から、１病

棟ごとの参加に移行したこともありまして、

全体参加者の減少につながったものでござい

ます。 

 １枚おめくりください。 

 右側の７ページに令和３年度の決算の状況

を記載しておりますが、数字ばかりの全体像

がつかみにくい面がありますので、左の６ペ

ージに大くくりの棒グラフで見やすくしてお

りますので、こちらで説明をさせていただき

たいと思います。 

 左の棒グラフが収益、右の棒グラフが費用

です。 

 左の棒グラフの上から、入院収益が５億 

800万円、その下の外来収益が１億4,400万円

で、２つの収益を合計いたしました医業収益

が６億5,200万円でございます。その下の一

般会計負担金は８億9,500万円ですので、医

業収益を一般会計負担金が上回っている状況

となっております。 

 また、一番下のその他としまして、４億 

3,700万円を上げておりますが、こちらに新

型コロナウイルス感染症患者の入院病床確保

の補助金等が含まれております。 

 右の棒グラフを御覧ください。 

 費用の大半を占める給与費が11億600万円

ですが、先ほどの医業収益、入院と外来を合

わせた６億5,200万円より大きくなっており

ます。給与費を入院と外来の収益では賄えて

いない現状を示しております。 

 給与費が大きいことにつきましては、ここ

ろの医療センターが精神医療のセーフティー

ネット機能を果たすべく、他の医療機関では

受入れ困難な患者を受け入れることや、政策

的・先導的医療を積極的に展開する必要か

ら、専門的知識と経験を有する質の高い医療

スタッフを配置しているためでございます。

どうぞ御理解いただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 以上で病院局の説明が終わ

りましたので、質疑を受けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いいたします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 今説明いただきました説明資

料の４ページお願いします。 

 一番上の入院・外来の状況ということで、

下の表の中に、入院患者延べ人数のうち、児

童・思春期の入院患者が1,335人減ったとい

うことでありまして、それは、11月からコロ

ナの影響もあって思春期ユニットを休止した

ためということで書いてありますが、その下

の段のイの外来で見ると、表書きの中で児

童・思春期の患者数は330人増えているとい

う表であります。つまり、入院者は減ったけ

れども、外来者は増えているということだと

思いますが、外来でお見えになった皆さん方

の中に、入院を必要とする人がかなりいたん

だろうなということをちょっと勝手に想像し

ておりまして、そういう患者さんたちの処遇

についてはどうされているのかが１つです。 

 それともう１つ、これは、総括的な６ペー

ジの話なんですけれども、県に義務づけられ

ている、必置義務のある病院であるというこ

とは以前から当然承知をしておりまして、法

律で定めてある必ず各県になければならない

病院、それは、公立であろうが、私立であろ

うが、そういう機能を持った病院が必要だと

いうことでありまして、他県では、前調べた

ら、全部が全部公立病院じゃなくて、この必

置義務の部分を民間の病院が引き受けてくれ

ている病院もあるというお話を伺ったことが

あります。 
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 とはいえ、熊本においては、今年は、その

他収入、一番左側の４億3,700万円、総収入

の約22％がコロナ関連の補助金が入っている

ということで、黒字計上ということになりま

すが、これがもしなかった場合、もちろんほ

かの入院も増えたとは思いますけれども、こ

の表だけで単純に見ると、やっぱりちょっと

厳しい環境になっているということでありま

す。 

 ぜひこの一過性である――コロナというの

はいつまで続くか分かりませんが、ずっと続

くわけではないというふうに思いますので、

このその他部分が仮になくても、黒字計上し

ていける病院の経営に努めていただきたいと

いうふうに思っておりますし、もう１つ、一

般会計からの繰出金８億9,500万、これが非

常に収入の大宗を占めているという部分で、

入院収入、外来収入と比べていくと、どうし

てもその給与費だけも賄えないという、こう

いう現状でありますから、どこまでやれるか

はよく分かりませんけれども、大体どのくら

いを――中長期計画は私は知りませんが、目

標とされているのか、この２点お尋ねしたい

と思います。 

 

○川上総務経営課長 まず、１点目の御質問

でございます。 

 詳しくは、後ほど院長からまた御説明をお

願いしたいと思いますが、まず、児童・思春

期の外来につきましては、当然、診療の予約

を経まして受診をしていただいております。

診療の際に、現在ユニットのほうを休止して

いる関係で、基本的には入院に結びつかない

患者様を中心に診療をいたしております。 

 現在、県下の状況としましては、当院のほ

うに研修派遣で来られておりまして、研修で

児童・思春期の専門を学ばれた先生方も民間

に行かれたりとか、そういう先生もございま

して、かなり県下の児童・思春期につきまし

ても、民間のほうが少しずつ底上げをしてい

るような状況でございますので、そういった

ところに、入院病床を抱える医療機関、そち

らのほうに御紹介するとか、そういった形で

の対応をしているかと思います。 

 次に、２点目でございます。 

 まず、コロナ関係での空床補償で、現在、

黒字、３年度も確保してございます。仮にこ

の空床補償のほうがなくなった場合に、３年

度の医業収益だけで見ますと、やはり赤字の

ほうに落ちる可能性が高うございますけれど

も、コロナ前の平成30年度あたりの医業収益

まで回復したとすれば、空床補償がなくて

も、そこは黒字化を何とか維持できるのかな

ということで考えてございます。 

 ただ、お話にございましたように、収入の

中で５割以上を占めます一般会計からの繰入

金、こちらのほうに、やはり頼っている部分

もございます。 

 今後、給与費が高い中で、この医業収入を

どう上げていくかというのが、今後の課題か

というふうに考えてございます。 

 当初、中期計画の中では、先導的医療、そ

れから先進的医療を取り入れる中で、そうい

った収益の面にもつなげたいということで進

めてまいりました。ただし、御承知のとお

り、今コロナの状況でございまして、入院患

者数がそもそも減っていると。コロナ病床を

確保するために減っているという現状の中で

は、なかなかそういった収益の部分では、結

果に結びついていないような面がございま

す。 

 具体的な取組といたしましては、やはり収

益を上げるためには、病床の稼働率を上げる

と、そこに尽きるかと思いますけれども、な

かなか病床稼働率のほうも、現在のところは

上がっていないというのが現状でございま

す。 

 今後につきましては、病床確保、その病床

使用率ですね。コロナ禍が過ぎまして、いか

にこういった病床稼働率を上げるかというの
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が課題になってまいりますので、そこで、本

来入院が必要な患者の皆様を適正に入院に結

びつけて、病床稼働率を上げると。そうする

中で、病床稼働率が上がれば、入院された患

者さん、そういった方々に、デイケアであり

ますとか、ＯＴ、作業療法、いろんなまたサ

ービスのほうも提供することができますの

で、そういったことができれば、そちらの収

益のほうも向上していくということもござい

まして、具体的な経営目標の指針としまし

て、５つの項目を挙げさせていただいており

ますので、今後、コロナの状況次第ではござ

いますが、そこを見極めながら、病床稼働率

の向上に取り組んでいければというふうに考

えてございます。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員長 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 今の経営にも関わってくる

話だろうと思いますけれども、１ページのと

ころで、平成20年４月から、もう50床休床し

たまま、これは恐らくスタッフ等がいないの

で、再開は厳しいかというふうに考えている

わけなんですけれども、この50床も現在は地

域医療構想の中のベッドというふうに考えて

いいんですよね、当然。 

 

○渡辺病院事業管理者 一般病床だけの…

…。 

 

○藤川隆夫委員 休床の50床も全部の医療保

険の中のベッドというカウントの中に入って

いるというふうに考えていいですか。 

 

○渡辺病院事業管理者 医療構想、医療計

画、それが一般病床だけの枠になっておりま

して……。 

 

○藤川隆夫委員 だから、精神科はちょっと

……ずれとったね。すみません。 

 もう一回話し始めます。この50床をどうい

うふうに使うかが、恐らく最終的にはこの経

営にも関与してくるんだろうというふうに考

えております。この50床についても、10数年

閉まったままになってますけれども、これは

どういうような利活用をしようと考えている

のか、全くもう利用する計画はないのか、そ

こをちょっと教えていただければ｡ 

 

○川上総務経営課長 そもそもこの50床につ

きましては、もともとが老人治療病棟として

ございました病棟でございます。当時、病院

局のほうの全部適用に向けて、在り方検討会

で、医療の方向性でありますとか、経営の方

向性を検討する中で、民間の医療機関あるい

は福祉施設等で、認知症の患者様につきまし

ては、そちらのほうが充実をしてきていると

いうのもございまして、そちらのほうに転院

をしていただくということで、折からの医師

の確保の厳しい状況もございまして、その老

人病棟のほうを休止させていただいている状

況でございます。 

 現在の県下の状況でも、老人病棟につきま

しては、民間のほうが依然として充実したよ

うな状況でございますので、まず、老人病棟

としての復活は難しいのかなということで考

えてございます。 

 また、その精神科の病床といたしまして

も、民間病院を含めまして、県下で既にもう

基準よりも多い病床があるということでござ

いますので、病床を改めてまた活用するとい

うのはなかなか厳しい状況ではないかなとい

うことで考えてございます。 

 そんな中で、この病棟の一部、共有スペー

スの部分につきましては、平成29年度に改修

を行いまして、平成30年度から、いわゆる作

業療法、ＯＴを行う場として活用させていた

だいておりますので、現在活用ができていな
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いのは、いわゆる病床の部分になっておりま

す。 

 この病床の部分をどうするかにつきまして

は、現在のところまだ結論は出ておりません

が、令和６年度からは、新たな中期計画のほ

うも始めないといけませんので、これから、

そこの病床をどうするかというのも含めて、

十分に検討させていただきたいというふうに

考えてございます。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 今この50床の部分の共用部

分に関しては、作業療法で使われているとい

うことで、利活用されているということは分

かりました。ただ、ベッドに関しては、もう

そのままずっと、何というかな、閉まったま

まの状態で何も使ってないということになっ

てくると、やっぱり老朽化がさらにこの部分

だけでも進んでくる可能性もあるでしょう

し、その老朽化が進めば危険な状況にもなり

かねないというふうにも思います。そういう

上で、やっぱりここの部分にも手を入れなき

ゃいけないような状況も出てくるかというふ

うに考えておりますので、できれば、もうど

っちにしろこの50床はないわけなので、きち

っと整理してしまったほうがいいのかなとい

うふうな気がしております。 

 さっき私ちょっと勘違いしてたんですけれ

ども、地域医療構想の中に現在は入ってない

けれども、最終的に精神科病院の病床自体も

国のほうは恐らく入れてくるというふうに考

えておりますので、そのときに整理するとい

う考え方もあろうかというふうに思いますけ

れども、今のうちからこの部分をきちっとし

た形で整理しておいてもらったほうがいいの

ではないかなというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩田智子委員 ３ページなんですけれど

も、政策的・先導的医療の展開で、表を見る

と、令和３年度は、支援対象患者数27人、新

規対象者２人で、延べ人数が1,501人という

ふうになっていて、支援対象者や新規対象者

は、昨年度と比べるとあんまり変わらないか

減ってる感じなんですけれども、延べ人数は

増えているということは、それだけやっぱり

きめ細やかにその支援をしたということだろ

うと思いますけれども、専従職員３人という

ことで、仕事が忙しく、非常勤の方がいらっ

しゃるのか、その体制みたいなのをちょっと

教えていただければと思います。 

 

○川上総務経営課長 現在の地域生活支援室

のスタッフにつきましては、専従職員３人と

いうことで、うち看護師が１名、こちらがセ

クション長という立場で従事をしておりま

す。その下に精神保健師が２人おりますが、

うち１名は、現在は会計年度任用職員、この

１名が当たって、現行３人のスタッフで業務

に当たっております。１日を平均しまして、

６件程度の訪問を行っておりまして、平均で

30分程度、そういった支援を行っておりま

す。 

 今年度になりまして、委員お話のありまし

た新規対象者のほうが増えてない割に訪問支

援者数は伸びているというお話がございまし

た。こちらのほうは、やはり週に複数訪問す

ることによって、利用者の方の支援をよりき

め細かに行った結果が、この数字に出ている

ということで考えてございます。 

 現行のスタッフ３人でいきますと、やはり

支援対象者としましては、アッパーとして大

体30人程度かなというふうに考えております

ので、現在のこの対象患者数27人というの

は、適正な利用者の数かなということで考え

てございます。 

 以上でございます。 
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○岩田智子委員 ありがとうございます。と

ても大事なところだと思うんですよね。やっ

ぱり細かな支援をやっていって、生活ができ

るようにするというところで、今適正なとこ

ろだということなので、少し安心はしました

けれども、また頑張っていただきたいと思い

ます。 

 それから、思春期ユニットのほうが11月か

ら閉鎖ということで、今もう約１年になりま

すよね。再開のめどがどうなのかということ

と、あと思春期外来、やっぱりすごく重要

で、私も持っていた生徒とか、いろいろ予約

をしてもなかなか予約が入れられないとか、

そういう状況がたくさんあって、３ページの

こころの思春期外来なんですけれども、今年

は新患が68人ということで、その辺りのニー

ズとか、本当に診てほしい患者さんたちが、

これで大丈夫なのかなという心配があって、

本当はもっとニーズがあるんじゃないかなと

いう、そういう思いでちょっと質問して 

……。 

 

○川上総務経営課長 まず、児童・思春期の

入院病床の今後の見通しでございますけれど

も、現在、コロナ感染患者の受入れのため

に、病棟を２病棟体制にしている関係で、入

院しておられました患者さん、一般の患者様

を、そちらのユニットのほうを休床しまし

て、そこに入っていただいているという状況

でございます。 

 したがいまして、やはり今後、コロナ患者

の受入れをどの程度しないといけないかとい

うことで、まずは病棟の在り方から始まって

くるかと思います。病棟を元の体制に戻した

上で、その中に、改めて思春期ユニットの病

床を確保するということになりますけれど

も、現在、ユニットのほうの届出も取り下げ

ておりますので、再開するとなると、まず

は、そこに専従のスタッフを改めて体制的に

寄せまして、そこで体制をつくって、受入れ

の実績をつくって、それから届出を出すとい

うような流れになってくると思っておりま

す。したがいまして、やはりどうしてもコロ

ナの今後の感染状況次第によって、そこは左

右されるかなということで考えてございま

す。 

 それから、２点目の外来患者につきまし

て、新患の数が少なくなっているということ

がございました。 

 外来の患者数自体は増えておりますが、先

ほどの前川委員の質問への回答にもちょっと

関連する話でございますけれども、入院病床

がないということで、やはり外来で来ていた

だく患者様のほうも、入院につながらないよ

うな患者様を、あらかじめ御相談の段階でお

話を聞いて、それから診療をするといったこ

とになっておりますので、どうしても新患と

しては制限をせざるを得ないというような状

況になってございます。 

 以上でございます。 

 

○岩田智子委員 先ほども御説明があって、

民間のほうに御紹介をしたりとかいろいろさ

れてるということなので、本当にきめ細やか

に対応していただければなと思っています。 

 思春期ユニットできたときに、いいのがで

きるなと思っていて、それがコロナの患者さ

んにとっても、きちんと仕切られてるけん、

とてもよかったんだろうと思います。コロナ

が落ち着くのを本当に待つばかりだと思いま

すけれども、よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○南部隼平委員 先ほど前川委員が話された

ことに少し関連すると思うんですけれども、

５ページの経営状況に関してちょっと教えて

いただきたいんですけれども、一般会計の繰

入れというので、イのところに書いてありま
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すけれども、この繰り出し基準というのは、

多分非常に難しい計算式とかそういうのがあ

ると思うんですけれども、簡単にそこを教え

ていただきたい。何でかというと、平成29年

は７億6,000万で、その次の年には１億円ぐ

らい増えているので、こういったのがどうい

う計算でこういうふうになっているのかなと

いうのを教えていただければと思います。 

 

○川上総務経営課長 一般会計繰入金に対す

る御質問でございますが、まず、基準のほう

でございます。 

 こちらのほうにつきましては、一般会計繰

入金自体が、地方公営企業法の経費のうちに

一般会計において負担すべき経費が定められ

ているということで、これを受けまして、総

務省が具体的な基準を出してございます。 

 幾つかの項目ございますけれども、金額が

大きいものをちょっと取り上げて御説明いた

しますと、精神病院の運営に要する経費とい

うことで、例えば、１床当たりの単価が決ま

っておりまして、それを許可を受けました病

床に掛けて算出するやつでありますとか、あ

るいはセーフティーネット維持のために確保

しておくべき病床、こちらのほうの病床に対

しての経費をいただいてございます。 

 そのほかにも、医師の確保に対する経費で

ございますとか、建設改良費に要する起債の

利息分の経費、そういったものを一般負担金

としていただいているところでございます。 

 ２点目に御質問のありました、平成29年度

から30年度にかけて、大きく負担金のほうが

増えているというような御質問であったかと

思います。 

 こちらにつきましては、まず、一般会計の

この負担金のほうが、当時は総務省の基準に

よらずに、中期計画を立てる際に、財政当局

のほうと決めた単価で、総務省の基準の単

価、そちらのほうが基準単価が上がったとし

ても、前の単価で負担金のほうをいただいて

おりました。 

 これが、第３期中期経営計画の段階では、

やはり総務省の基準によって、毎年変動ござ

いますけれども、計画時に定められた単価で

はなくて、毎年の総務省のこちらの基準単価

のほうを採用させていただくということにな

りまして、30年度からは大きくこの金額とい

うのが上がっているというような、そういう

状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○南部隼平委員 ありがとうございます。よ

く分かりました。 

 もちろん、セーフティーネットとしての機

能を有しているということは大前提として、

一般的な経営という観点からいうと、こうい

う一般会計からの繰入金を除いた状況で、ど

ういうふうな収益が――もちろん、医業的な

収益ということが基準になってくると思うん

ですけれども、そういったものをしっかり加

味していくというか、それを差し引いて、ど

のくらいそこが増減してるのかというところ

も見ていただきたいのと、あと、これも要望

になりますけれども、中期経営計画というの

を策定されていると思いますけれども、特

に、先ほどありました新規の病床が今休止し

ているとか、そういった状況がある中で、ち

ょっと実績値も非常に低い値になってますの

で、何かそういったのも今後ちょっと見直し

をしていく必要があるのかなとも思いますの

で、そちらも御検討いただければと思いま

す。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 今日、濵元先生と平田看護

部長お見えでありますので、せっかくの機会

なので、先生方のほうから、恐らく人材不足

で、人を集めようとしてもなかなか集まらな
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いという課題等があろうかというふうに考え

ておりますので。特に、児童・思春期に関し

ては、県内にそれの専門の先生自体が10名も

いないような状況、５～６名しか私も知らな

いんですけれども、そういうような状況があ

りますので、それを含めて、この議会に対し

て何かありましたら、ぜひ発言いただければ

と思います。 

 

○山口裕委員長 では、まずは、濵元院長。 

 

○濵元院長 先ほど御質問がありました外来

の人数が入院にならないのかという話なんで

すけれども、実際には、ほかの病院の入院者

の記録とか参照して見せてもらったことがあ

るんですけれども、主に児相経由で、いわゆ

る措置という形で入院があるので、外来から

入院にというのは、当然、うちでも１か月待

ち、２か月待ちですので、その間待てるとい

うことは、すぐ入院が必要でない人たちとい

うことになりますので、外来そのものは、非

常に、本人と御家族の苦悩みたいなものを緩

和するような形で外来をやっておりますの

で、理解をしていただけると親御さんも安心

されますし、親御さんが安定すると子供さん

も安定するということなので、そういう形

で、すぐイコールではないと思います。 

 ただ、児相から回ってくるということは、

病院自体として治療システムに対しての信頼

性がないと、今公立という名前だけではどう

にもなりませんので、今外来で診てますと、

スクールカウンセラーとか学校関係からは、

よく紹介が来るようになりましたので、その

ところからやっていきたいと思います。あと

また病棟開いて、入院患者さんの治療につい

て、私たちがある程度実績を示さないと、そ

の辺から、同じ公立の機関ですけれども、難

しいかなと思っておるところです。 

 あと、人材のことなんですけれども、ちょ

っとおわびしなくちゃいけないところもあり

ますけれども、県立病院で若手の医師を半年

ほど専門の病院に派遣しまして、その後病院

で働いてもらうということにしてたんですけ

れども、なかなかその後が続かなくて、た

だ、こんなこと言っちゃあれですけれども、

県内の精神科の児童・思春期の専門家の一部

は、県立病院、県の配慮でそうなっていると

いうところもありますので、それを続けてい

きたいと思ってます。 

 ちょっと先輩から見ると、若い人たちが新

しい分野もやってるんですけれども、全体的

に見ると、やはりその大人を診たその精神科

医から見ると、まだ全体的なものを診ない

と、ちょっとなかなかうまくいかないよねと

いうところもありますので、私たちも、その

中身を充実させたいと思います。 

 当院の看護師のほうは、かなり優秀な人た

ちが多いので、今回も、そのセーフティーネ

ットというのは、入院単価に対して非常に手

のかかる人を引き受けるということになりま

すので、全国の施設とか病院から断られた人

がまた今年も入院してますので、これから先

大きな問題になるだろうなと思われるような

ケースなものですから、そういうところに配

慮をしながらやっていくところで、本当に赤

字を出して申し訳ないと思いますけれども、

こつこつやっていくつもりでおります。 

 

○山口裕委員長 平田看護部長は何かありま

すか。 

 

○平田看護部長 看護部の状況ですけれど

も、コロナが拡大する前は３病棟で何とか頑

張っておりました。児童・思春期もセーフテ

ィーネットも両立させながら、コロナも診て

いく時期もあったんですけれども、いかんせ

ん全てを効果的に看護力を発揮するのが難し

くなりまして、２病棟体制になっておりま

す。 

 それで、看護師も民間の病院では離職率が
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高いとか言われておりまして、何とかうちの

病院でも離職しないように、それぞれの看護

師が、ＣＶＰＰＰという暴力防止プログラム

のインストラクターの資格を今５人取得して

おります。それで、コロナ感染前は、他病院

からお越しになる看護師を教育したりとか、

それ以外では、４病院の看護学生を受け入れ

て実習をさせております。そこで、看護師の

指導とともに、モデルとなるように、看護師

のモチベーションを上げるような関わりをや

っているところです。 

 できるだけ離職がないように配慮しなが

ら、それから、看護師たちは、いろんな目標

をそれぞれ特化したもので生かしていこうと

いうふうな目標の下、看護体制を整えている

という状況です。 

 

○前川收委員 先生方も大変御苦労いただい

ておりますし、役割としてしっかり果たして

いただいているというふうに思います。 

 そこででありますが、先ほどからお話が出

ています一般会計の負担金、これは総務省の

基準に基づいて、これはしっかり一般会計か

ら出してるんですけれども、その出した一般

会計については、総務省のほうからきちっと

交付金措置があっているというふうに思いま

すが、そこを確認させてください。 

 

○川上総務経営課長 委員お話しのとおり、

一般会計に繰り出していただいた経費につき

ましては、総務省から、国のほうから交付税

措置があっております。 

 令和３年度の実績でいいますと、その繰出

金の43％を交付税として県のほうでいただい

ていると、そういう状況になってございま

す。 

 

○前川收委員 そこをしっかりアピールじゃ

ないけれども、必要な部分としてやってるん

だということを国も認めてるし、やっぱりや

らざるを得ない病院だということも考えなが

ら、とはいえ、経営改善に努めるという努力

は常に恒常的に必要だということで頑張って

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○坂梨剛昭委員 説明資料の４ページで、イ

の外来というところなんですが、令和２年、

そして令和３年、これで、デイケアの参加者

数とか大幅に、２年から３年に向けてはプラ

スに患者さんが来られているかと思います。 

 下の図の３でいきますと、29年には、２万

7,000人から、コロナ関係で２万3,000、そし

て２万1,000、そして令和３年度が2万2,000

と。そういうような状況というのは、大体コ

ロナの影響でもあるのかなというふうに思う

んですが、外来の患者さんで、これだけ 

5,000人近くの患者の増減がある中で、やは

り今まで来られていた方、それで、今コロナ

の関係とかで来られない方などのフォローア

ップとか、あと薬関係とかは取りに来られて

いる方とかもおられるんですが、その対応は

どういうふうにされているのかなというふう

に思いまして御質問します。 

 

○平田看護部長 外来の患者さんに関して

は、遠方から来づらいとか、そういった方に

関しては郵送でお薬をお配りしたりとか、な

るたけこちらから出向いて、在宅支援という

形で、その場に出向いてフォローアップする

というふうに、先ほど地域医療支援の担当の

分野が上がってきたのと、また相反する形に

はなりますけれども、そういった形でフォロ

ーしているというのが現状だと思います。 

 

○坂梨剛昭委員 先ほど岩田委員の質問でも

あったように、訪問支援というのも含めて、

そこはもうしっかりと御支援をしてもらわな
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いといけないのかなというふうにも思います

し、先ほど話があっているように、コロナと

いうのがいつ収束するかとか、そういうのも

ありますし、まずもって一番心配なのは、や

はりそこの御家庭の関係性とかも非常に心配

するところもあるので、ぜひフォローアップ

関係も含めて注視していただきたいなと思い

ます。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 なければ、これで病院局の

審査を終了します。 

 これより午後１時まで休憩いたします。 

  午後０時０分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時57分開議 

○山口裕委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開します。 

 それでは、これより警察本部の審査を行い

ます。 

 執行部の説明を求めた後に、質疑を受けた

いと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、警察本部長から御挨拶をお願い

します。 

 山口警察本部長。 

 

○山口警察本部長 山口委員長をはじめ委員

の皆様方には、平素から警察行政の各般にわ

たり深い御理解と温かい御支援をいただいて

おりますことに対しまして、心から御礼を申

し上げます。 

 県警察は、今後とも、予算の適正かつ効率

的な執行に留意しつつ、県民の皆様の安全と

安心の確保のために全力を尽くしてまいりま

すので、引き続き御理解と御支援を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、この後、決算の概要等につきまし

て警務部長から、その詳細につきましては会

計課長から説明をさせますので、御審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 

○山口裕委員長 次に、警務部長から、決算

概要の説明をお願いします。 

 清水警務部長。 

 

○清水警務部長 警務部長の清水でございま

す。 

 令和３年度決算の御説明に先立ちまして、

前年度の決算特別委員会において御指摘を受

けました警察関係の施策推進上改善または検

討を要する事項等の措置状況について御報告

をいたします。 

 １つ目の御指摘は、「サイバー犯罪対策に

ついて、ＤＸが進展する中でその強化が重要

になるので、必要な予算を確保し、サイバー

犯罪に関わる捜査員の育成や機材整備の充実

を図ること。」でございます。 

 この御指摘に対する措置状況について申し

上げますと、捜査員の育成につきましては、

県警察が委嘱するサイバー犯罪テクニカルア

ドバイザー及び民間企業による研修の実施、

サイバー犯罪対策に関するシンポジウムへの

参加等といった従来の取組を継続するととも

に、新たに一般財団法人日本サイバー犯罪対

策センターに対する捜査員の派遣、同センタ

ーの職員による講義の開催等を行うこととし

ております。 

 機材設備の充実につきましては、スマート

フォン等を解析するための資機材が整備され

ておらない警察署に対して、資機材を整備す

ることとしております。 

 また、関係省庁に対しましても、サイバー

犯罪の捜査に必要な資機材等の物的基盤の整

備充実を要望しておるところでございます。 

 ２つ目の御指摘は、「警察職員の定員につ
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いて、警察官１人当たりの負担人口が他県を

大きく上回る状況が続いており、適切に警察

機能が果たせるのか懸念されるので、引き続

き、定員増に向けた取組に努めるとともに、

必要な予算を確保して、装備の増強、システ

ムの高度化などに取り組み、人員不足に対応

すること。」でございます。 

 この御指摘に対する措置状況について申し

上げますと、定員増に向けた取組につきまし

ては、関係省庁に対し、警察官の増員による

人的基盤の充実を要望いたしました。 

 また、人員不足に対する対応につきまして

も、限られた体制で警察機能を最大限に発揮

できるよう、勤務管理等について電子決裁を

導入するなど、業務の合理化、効率化を図っ

たところでございます。 

 今後も引き続き、関係省庁に対する要望を

行うとともに、業務の合理化、効率化に資す

る資機材の導入、システムの高度化等、御指

摘を踏まえた取組を推進してまいりたいと思

います。 

 それでは、令和３年度決算の概要について

御説明をいたします。 

 お手元の令和４年度決算特別委員会説明資

料の１ページを御覧ください。 

 まず、歳入から申し上げますと、予算現額

は34億2,197万6,000円でございまして、調定

額は32億6,793万4,000円でした。 

 収入調定した額のうち、収入済額は32億

6,494万1,000円で、収入未済額は299万3,000

円でした。 

 収入未済額については、放置違反金、交通

事故による公用車の損害賠償金に係る未収金

でございます。 

 次に、歳出について御説明をいたします

と、予算現額は391億7,517万5,000円で、支

出済額につきましては382億2,969万5,000円

でした。執行率は98.1％になります。 

 翌年度繰越額は２億3,906万4,000円で、そ

の内容は、主に警察施設整備に係る事業費で

ございます。 

 不用額につきましては、５億641万5,000円

で、その内容は、主に職員給与費等の人件費

及び各事業実施後の執行残でございます。 

 以上、警察本部の令和３年度決算の概要に

ついて御説明いたしました。 

 詳細につきましては、会計課長から御説明

いたしますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

○山口裕委員長 次に、会計課長から、決算

資料の説明をお願いします。 

 

○合瀨会計課長 会計課長の合瀨でございま

す。 

 まず、さきにお渡ししておりました座席表

に変更があり、本日、新しい座席表を卓上に

お配りしております。差し替えていただきま

すようお願いいたします。 

 それでは、令和３年度決算の御説明に先立

ちまして、本年度の熊本県監査委員による定

期監査の指摘事項について、事案の概要とそ

の後の措置状況をお手元の資料に基づき御説

明いたします。 

 資料にある監査結果指摘事項を御覧くださ

い。 

 １つ目の指摘事項は、資料１ページの公用

車による人身交通事故についてでございま

す。 

 まず、事案の概要ですが、令和３年12月、

捜査第一課の職員が捜査のため公用車を運転

中、前方不確認により信号停車中の軽四輪自

動車に追突した人身交通事故であります。 

 本件の措置状況についてですが、事故当事

者に対する個別指導をはじめ、朝礼、個々面

接等の機会を捉えて交通安全に関する指導教

養を行ったほか、運転前の職員に対する注意

喚起を徹底するなど、職員の交通安全意識の

高揚と交通事故防止に努めているところであ

ります。 
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 次に、資料２ページ目を御覧ください。 

 ２つ目の指摘事項は、交通規制課所管の道

路標識設置工事の設計誤りによる是正工事に

ついてでございます。 

 まず、事案の概要ですが、令和３年度の熊

本市中央区新町２丁目における道路標識設置

工事において、一方通行の終点を示す標識を

誤って逆向きに設計し、そのまま施工したと

いうものであります。 

 本年４月、市民からの情報提供により誤設

置であることが判明し、その後是正工事を行

ったものであります。 

 本件の措置状況についてですが、その後の

道路標識設置工事については、複数人による

設計図の確認、施工伺い時の確実な書類点

検、竣工検査時の複数人による目視点検等を

行っており、再発防止に努めているところで

あります。 

 次に、資料３ページを御覧ください。 

 ３つ目の指摘事項は、年末調整の誤報告に

よる延滞税の発生についてでございます。 

 まず、事案の概要ですが、平成30年及び令

和元年の年末調整において、所属の担当者

が、障害者非該当である職員について、誤っ

て障害者該当として報告したため、所得控除

額が本来の額より増額となり、その年の所得

税が本来の額よりも低い額での納付となった

ものであります。 

 令和３年に、職員の申告により誤報告であ

ることが判明し、職員は所得税を追徴すると

ともに、熊本県が延滞税を支払ったものであ

ります。 

 本件の措置状況についてですが、現在は、

職員が申請内容をシステムに直接入力するこ

とで、年末調整報告書が自動作成されるシス

テムを構築しており、人為的ミスの発生防止

に努めております。 

 引き続き、報告書等関係書類の確実な点検

をはじめ、各所属の指導教養を徹底するな

ど、再発防止に努めてまいります。 

 次に、資料４ページを御覧ください。 

 ４つ目の指摘事項は、電気料金の支払い遅

延に伴う遅延利息の発生についてでございま

す。 

 まず、事案の概要ですが、令和３年３月分

の警察学校東寮の電気料金について、担当者

が作成した支出書類が他の書類に紛れてしま

い、その結果、納付期限内に支払いが間に合

わず、遅延利息が発生したものであります。 

 本件の措置状況についてですが、日々執務

室を整理整頓することで書類の保管場所を明

確にするとともに、支出書類は確実に複数人

でチェックするなど、再発防止に努めている

ところであります。 

 以上が定期監査による指摘事項の説明とな

ります。 

 続きまして、令和３年度決算につきまし

て、お手元の資料に基づき御説明いたしま

す。 

 お手元の令和４年度決算特別委員会説明資

料を御覧ください。 

 ２枚めくっていただいて、資料２ページ以

降にあります歳入に関する調べについて御説

明いたします。 

 警察関係の歳入予算は、合計で34億2,197

万6,000円計上しております。 

 その大半が、運転免許関係手数料等の使用

料及び手数料及び警察施設補助金等の国庫支

出金でありまして、使用料及び手数料の予算

現額が19億1,085万8,000円、国庫支出金の予

算現額が11億6,258万5,000円で、全体の90％

を占めております。 

 なお、表の中ほどの欄にあります不納欠損

額はありませんでした。 

 収入未済額につきましては、後ほど附属資

料で御説明いたします。 

 次に、その右側の欄にあります予算現額と

収入済額との比較についてですが、予算に対

して収入済額が大きく増減しているものにつ

いて御説明いたします。 
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 資料７ページを御覧ください。 

 中段に国庫支出金とありますが、予算現額

11億6,258万5,000円に対して、収入済額が10

億3,142万5,000円、その差がマイナス１億

3,115万9,000円となっております。 

 これは、次の８ページの中段になります

が、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金によるものでございまして、当初

予定していた警察棟を含む県庁舎の空調機更

新工事に関して、資材の入手難により翌年度

に繰り越したことによるものであります。 

 以上が歳入に関する説明となります。 

 続きまして、資料の13ページを御覧くださ

い。 

 次に、歳出に関する調べについて御説明い

たします。 

 警察費総額390億7,954万5,000円に対し

て、支出済額が383億5,467万9,000円であり

まして、その差額のうち翌年度繰越額につい

ては、後ほど附属資料で御説明いたします。 

 以下、不用額４億8,580万1,000円のうち、

金額の大きいものについて御説明いたしま

す。 

 まず、警察本部費の不用額２億766万8,000

円についてですが、備考欄に記載しておりま

すが、その主なものとしては、職員給与費と

退職手当の人件費の執行残で合計１億5,530

万1,000円、光熱水費の節減による執行残で

5,236万7,000円の不用額であります。 

 次に、装備費の不用額3,430万8,000円につ

いてですが、その主なものとしては、車両燃

料費、車両修繕費等の執行残で1,625万6,000

円、ヘリコプターテレビシステム地上設備の

更新工事費の執行残で1,805万2,000円の不用

額であります。 

 次に、資料14ページの警察施設費の不用額

7,210万6,000円についてですが、その主なも

のとしては、法定検査料等の執行残で4,466

万8,000円、熊本中央警察署エレベーター改

修費の執行残で2,022万7,000円の不用額であ

ります。 

 次に、運転免許費の不用額1,217万5,000円

についてですが、その主なものとしては、運

転免許講習委託等の執行残で748万5,000円、

運転免許センター運営経費等の執行残で166

万6,000円の不用額であります。 

 次に、資料15ページの警察活動費の不用額

１億5,732万7,000円についてですが、その主

なものとしては、上段にある警察活動旅費、

消耗品等の一般警察運営費の執行残で4,948

万4,000円、中段にある犯罪捜査に係る通信

費等の刑事警察運営費の執行残で2,349万

2,000円、自動車保管場所調査費等の交通警

察運営費の執行残で5,507万6,000円の不用額

であります。 

 続きまして、資料17ページを御覧くださ

い。 

 中段の災害復旧費でございますが、予算現

額9,563万円に対して、支出済額が7,501万

5,000円、不用額が2,061万4,000円でありま

す。 

 これは、令和２年７月豪雨で被災した警察

施設及び交通安全施設の災害復旧費の執行残

によるものであります。 

 以上が歳出に関する説明となります。 

 それでは、最後になりますが、お手元の資

料にある令和４年度決算特別委員会附属資料

を御覧ください。 

 表紙をめくって１ページの令和３年度繰越

事業調べについて御説明いたします。 

 全部で８つの事業について、それぞれ令和

４年度に繰り越しておりますが、施設整備に

係る諸条件の変更等により、年度内の完了が

できなかったものでございます。 

 １段目から４段目までは警察施設設備に係

る事業でありまして、新型コロナウイルス感

染症の蔓延等に伴い、資材の調達が困難であ

ったものや、入札不調等に伴い、年度内に工

事が完了しなかったものであります。 

 次に、下の４段については、警察活動に係
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る事業でありまして、同様に、資材の調達が

困難であったものや、国の補正予算等に伴

い、年度内に工事等が完了しなかったもので

あります。 

 既に完了した事業もございますが、現在の

進捗状況につきましては、表の右側に記載の

とおりでございます。 

 次に、資料２ページの令和３年度収入未済

に関する調べについて御説明いたします。 

 収入未済の内容でございますが、１の歳入

決算の状況にありますとおり、上から順に、

放置違反金の延滞金が４万1,000円、２段目

の放置違反金が75万3,000円、３段目の交通

事故等による公用車損壊に係る損害賠償金が

219万9,000円でございます。 

 次に、２の表については、収入未済額の過

去３か年の推移でございます。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 ３の表は、収入未済額の状況として、未収

金の種類ごとに件数及び金額の内訳を記載し

たものであります。 

 次に、４の令和３年度の未収金対策につい

てですが、記載のとおり、各種取組を強力に

推進しているところであり、今後も引き続き

未収金の早期回収に取り組んでまいります。 

 資料４ページを御覧ください。 

 取得用地の未登記一覧表について御説明い

たします。 

 一覧表の中ほどにあります登記残筆数(Ｇ)

の欄について、平成27年度以降、毎年度１件

を計上しております。 

 これは、備考欄に記載しておりますが、平

成27年度に移転新築した熊本北合志警察署植

木交番について、熊本都市計画事業植木中央

土地区画整理事業の対象地である仮換地に新

築したことから、令和２年度まで未登記とな

っていたものです。 

 なお、令和４年３月に土地区画整理事業が

完了し、交番用地の登記がなされたことか

ら、現在は登記残は解消しております。 

 以上をもちまして、警察本部における令和

３年度決算の説明を終わらせていただきま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○山口裕委員長 以上で説明が終わりました

ので、質疑を受けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いいたします。 

 それでは、質疑に移ります。質疑はありま

せんか。 

 

○前川收委員 歳出のほうの、ちょっとどこ

に書いてあるかがよく分からないんですけれ

ども、何ページかは。信号機ですね。交通部

長かどなたか。 

 信号機の件で、これは、警察施設費なのか

何費なのか、活動費なのかよく分かりません

けれども、それはどこになりますか。信号機

の新設設置費用は県警の予算の中に入ってい

ると思いますけれども。 

 

○合瀨会計課長 ただいま前川委員からの信

号機の予算についてということで御質問でし

たので、お答えいたします。 

 資料の17ページにありますが、交通安全施

設費の交通安全施設等整備費でございます。

一番上の段でございます。交通安全施設費で

す。 

 

○前川收委員 14億2,162万1,000円ですね、

交通安全施設費。 

 

○合瀨会計課長 その中に含まれておりま

す。 

 

○前川收委員 分かりました。 

 この予算というのは、なかなか難しくて、

毎年毎年増額するわけにはいかないと思いま

すが、我々が地方でいろいろな活動をやって
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いると、信号機をつけてくださいという一定

のニーズが常にあります。それは、市町村の

交通安全委員会か何かを通しながら、各県

警、警察庁のほうに要望として出していると

いうふうに思いますが、充足率というんです

かね、そのベース、分母をどこにするかでか

なり変わってくるとは思いますけれども、つ

けなければならない信号機の台数とつけるこ

とができている信号機の台数、まあ充足率と

いう形かなと思いますが、それがどの程度な

のかということが１つと、それと、これは警

察のほうにもきちっと言ってほしいところが

あるんですけれども、つけてほしいというニ

ーズが出ても、つけられませんとは答えられ

ます。なぜつけられないかというと、物理的

につけられない、つまり交差点の形状によっ

てはつけることが困難な交差点が確かにあ

る、そういうのがあまり説明されてない。 

 それと、最近は、信号機まではつけんでよ

かですけど、点滅信号をつけてくれというニ

ーズが時々あるんですね。赤で点滅したり、

黄色で点滅している点滅信号。ところが、こ

の点滅信号というのが、熊本と九州ぐらいに

しかなくて、他県、関西とか関東にはほとん

どないと、非常に独特なものなんだという理

由も聞きながら、それもほとんど設置されて

ないという状況なんですね。 

 それで、もう点滅信号についてはつけない

という方針であられるのだろうと私は思って

いますけれども、そういう全体的なニーズに

対して、きちっと――交差点で進入路に車が

１台止まっていたら、右折してきた車がそこ

から入れないとか、要するに、ちゃんと２車

線ずつあって車が行き来することができる交

差点以外は、信号をつけてもなかなか難しい

でしょう。そっちがつかえますから入れない

んで、待っていれば。それは駄目ですよと

か、もしくは点滅信号は最近はもうやってな

いというお話とかをきちっとアナウンスされ

ているのかなというのが１つ、そのことにつ

いてまたお答えいただければと思います。 

 それと、これは余談ですけれども、一昨年

だったか、昨年だったか、議会で交通安全、

一時停止のことをしっかりやっていこうとい

う決議をやったですね、交通安全推進の決議

を。それがどういうふうに影響が出ているか

について、去年だったと思いますので、お願

いします。お答えいただければと思います。 

 

○堤交通規制課長 交通規制課長堤です。 

 ただいまの委員の御質問についてお答えを

したいと思います。 

 まず、１点目の信号機、どれくらい設置と

いう話なんですけれども、ここ４年間ぐらい

で平均しますと、毎年、各警察署から70基程

度の信号機設置の要望がなされておりますけ

れども、そのうち設置基準に合致するのは15

％から20％ということで、大体10基から15基

ぐらいの間を毎年設置しているという状況に

なっております。 

 この設置要望の中から、設置基準、これは

警察庁のほうが信号機の設置基準というのを

示していますので、それに合致した場所、設

置基準に該当する場所については、毎年、こ

の70の要望の中から合致する大体10から15ぐ

らいを予算要求をして設置しているという状

況にあります。 

 ２点目の点滅信号機につきましては、これ

も警察庁の方針で、点滅信号機については減

らしていくというふうな指示がなされており

ます。 

 ただ、なくすだけではいけませんので、点

滅信号機の代替としまして、一時停止の規制

とか、そういうふうなことで代替が利く場所

であれば、一灯式の信号機、これを廃止しま

して、別の一時停止の規制とかで代用してい

るという状況にございます。 

昨年、横断歩道等につきましては、予算の

ほうを多くつけていただきまして、71キロの

距離の横断歩道を、今年度予算については、
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91キロということでつけていただいておりま

す。 

 横断歩道等の摩耗率を確認しまして、全体

の２割程度が摩耗をしているというところ

で、現在、予算等を使って横断歩道の塗り替

え等をやっているところでございます。 

 

○山口裕委員長 法令制定の効果はいかがで

すか。 

 

○前川收委員 意見書たい。(「決議」と呼

ぶ者あり) 

 

○山浦交通指導課長 それを受けまして、歩

行者妨害、いわゆる横断歩道を渡るときの違

反についてでございますが、例年、大体600

から700件ぐらいの年間違反でございました

が、平成２年、３年と取締りを強化いたしま

して、昨年は3,000件を超える違反を検挙し

ております。 

 それに伴いまして、横断歩道での停止率は

50％後半になりまして、全国で上位５位にた

しか入ったと思われます。かなり停止率も向

上したようになっております。 

 

○前川收委員 毎年70件ぐらいの信号機の申

請があって、そのうち設置基準に適合するの

が10から15ぐらい、その適合したところにつ

いては設置してきているというお答えだった

というふうに思います。 

 この70基の中に、15％から20％以外は適合

してないわけですね。 

 

○堤交通規制課長 はい。 

 

○前川收委員 つまり、適合してないところ

も、申請件数としてはずっと上がり続けてき

て、私たちの周りの認識でいうと、適合して

ないけれども、毎年毎年信号をつけてくれつ

けてくれというお願いがずっと残ってきてい

るんじゃないかなと思うんですね。 

 ですから、この適合基準というのは、なか

なか難しい部分は当然専門性があるかもしれ

ませんが、丁寧にできないところの理由を、

例えば市町村の首長さんとか――市町村の首

長さんもお苦しみなんです、住民側から言わ

れて、はよつくってくれて。はよつくってく

れと言われたって、つくれないものをつくっ

てくれという、適合基準に合ってないという

話であれば、それがずっと繰り返されている

ような気がしますので、ぜひそこは丁寧に、

例えば毎年70件あって、15％から20％以外の

80％から85％の信号機は基準に合ってないわ

けですから、そこにはお返ししてもらわにゃ

いかぬわけですね。申請はありましたけれど

も、実はおたくのこの申請については、こう

こうこういう理由で設置できない、適合基準

に合ってませんという話を。つけたければ、

その基準に合うような道路形状を変えると

か、まあ交通量の問題もあるかもしれませ

ん。適合できることもできないこともあると

思いますが、そういうのをきちっとお返しい

ただいている行動があるのかどうなのか、お

答えいただければと思います。やっていらっ

しゃるかどうか。 

 それと、いいですか、引き続き。 

 

○山口裕委員長 どうぞ。 

 

○前川收委員 さっき私は、去年、決議を県

議会で、異例でしたけれども、交通安全に関

する決議で、交差点に入る一時停止を徹底し

てやりましょうという、まあ啓蒙的な私たち

の県議会の中での決議だったんですね。それ

をやらせていただきまして、まあ大分取締り

も頑張っていただいたんでしょうけれども、

あの当時やった理由は、多分、全国ワースト

ワンで、交差点の横断歩道の前で止まらない

のが一番多いと熊本県は、と言われていたわ

けです。 
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 それは、このままじゃいかぬぞという話

で、僕らは何ができるかというのは、少ない

んですけれども、選択肢は。それでも、やっ

ぱり県議会が、県民を代表する機関として、

ちゃんと決議をして、みんなで交通安全の一

時停止もやりましょう、交通安全に努めまし

ょうというお話で、そういう決議もやらせて

いただきました。 

 今聞くと、私の当時の記憶でいくと、全国

ワーストワンだったその止まらない率が、全

国で上位５番目ぐらいになったというのは、

劇的にやっぱり改善されたということだと思

います。全国ワーストワンだったら、46か47

番目ですからね。そういうのをぜひ教えてく

ださい。せっかく我々が考えて、しっかりそ

ういう運動も決議も議会の本会議でやってい

るから、そういう決議をやったことに対する

成果があったかどうかとかというのは、我々

にとってはとても大切なことでありますか

ら。そういうのが、まあ、まだ正式に出てな

いのかもしれませんが、そういうのが分かれ

ばまた教えていただきたいと思います。 

 

○西村交通部長 交通部長です。 

 委員から御指摘がございました説明の件に

つきましては、現在も行ってはおりますが、

説明不足の点もあったかと思います。 

 今後、丁寧に説明いたしまして、御納得い

ただけるように努めていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 それと、先ほどの停止率につきましては、

委員の方々への情報提供につきましては、こ

の停止率も今週発表されたものですから、そ

の点の配慮が足らず、申し訳ありませんでし

た。 

 今後は、スピーディーな御報告、御説明を

行っていきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

○山浦交通指導課長 委員から御指摘ありま

したけれども、ワーストワン、最下位ではな

く、下のほうではあったんですが、最下位で

はございませんでした。 

 頑張った結果、御支援等もいただきまし

て、今年はかなり上位のほうに食い込んでき

ております。今後とも御支援をよろしくお願

いいたします。 

 

○前川收委員 失礼しました。ワーストワン

かと思っていましたが、それは汚名ですよ

ね、ワーストワンと言われりゃ。でも、より

改善に向けてしっかり努力してください。 

 それと、今部長のほうからもお話しいただ

きましたが、なかなか県民の方は、予算がな

いからつけられないという誤解が今でもあり

ます。ですから、そうじゃなくて、信号はど

こでもつけれるわけじゃなくて、きちっとし

た適合基準というのがあって、それを満たさ

ないとつけられないということと、その場所

にはなぜ適合してないかということをきちっ

と説明いただければと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 先ほど条例と申し上げまし

たが、決議ということで訂正をさせていただ

きます。 

 私も、今ので関連してよろしいですか。 

 実は、決議を決めて、信号のない交差点

で、停止する車両が増えたというのは喜ばし

いことなんですけれども、一方で、歩行者が

確認をせずに渡る場面というのも増えたやに

聞いております。 

 実は、急ブレーキ踏んで事故した人を知っ

ておりまして、途端に自転車で来てすっと渡

ったので、どうも回避ができなかったという

ことだったんですけれども、何かそういった

ことも今後指導の一環として盛り込んでいた

だければなと思いますが、いかがでしょう

か。 



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和４年10月28日) 

 - 35 - 

 

○山浦交通指導課長 ただいま御指摘があり

ましたように、自転車等につきましては、取

締り、指導等を強化しているところではござ

いますが、全て補うことができないのは確か

でございます。 

 歩行者等も併せ、立番等の強化をし、指

導、取締り等の強化で事故の減少に努めてい

きたいと思っております。 

 

○山口裕委員長 よろしくお願いします。 

ほかにありませんか。 

 

○堤泰之委員 収入のほうの２ページ、３ペ

ージ、自動車の免許関係の収入なんですけれ

ども、別のところで交通安全協会さんの収入

がかなり減っていて、それは免許関係を取得

される方がかなり減っていらっしゃるという

情報を聞いたこともあったんですけれども、

そちらのほうでこちらの免許関係の収入も入

っているんじゃないかなという点、今どれぐ

らいの推移になっているのかという点と、安

全協会、私もちょっと見守りやっていますけ

れども、現場のほうで物品の不足であるとか

活動費の不足が起こっておりまして、そうい

ったものが交通安全活動の予防活動のちょっ

と妨げになってきているんじゃないかなと懸

念しておりまして、それに対して、今どのよ

うな状況になっているか教えていただければ

と思います。 

 

○西村交通部長 ただいま御質問の交通安全

協会につきましては、全く別組織、別会計で

ございますので、この歳入、歳出とは一切関

係ないということで御理解いただきたいと思

います。 

 また、交通安全協会の資材関係につきまし

ても、現状では交通安全協会のほうで協会費

等で運営していただいているという状況にご

ざいます。 

 以上です。 

 

○堤泰之委員 実質的に、交通安全活動を地

元でされていて、予防がなされているという

か、交通事故の防止がなされている部分があ

ると思うんですね。そことのやはり連携とい

うか、共通認識というものをやっぱりちょっ

と取っていく必要があるのかなと感じました

ので、よければちょっとそこのほうに目を向

けて、今後の事故との関連性について目を向

けていただければと思ったところです。 

 

○坂田孝志委員 ちょっと今の関連で、この

前、私も更新に行きました。で、交通安全手

数料を払いますよね。安全協会、これ加入し

ていただけますかと言うのかな、任意ですも

んね。なら、払います。こっちに対しては、

いや、私はお金ありません、入りませんっ

て、何人かおったごたる。 

 となれば、手数料を少し上げて、要する

に、その交通安全協会分も含んで、交通安全

協会に少し落とせばいいんですよ。全員から

もらうことになれば、下げていいから。そう

したほうが公平じゃないのかな。そして、こ

こで入った分を交通安全協会に、何という

か、配付というかな、交付かな、そういうの

をせんと、払う者と払わぬ者とおって、それ

でよかとだろうか。交通安全を推進していく

上で、俺は払わぬて、それをあからさまに言

うんですから。公平の観点から、よかとだろ

うかなと思いながらですね。協会には交付す

りゃいいんだよ、ここから、本部から。 

 

○西村交通部長 非常にうれしいお言葉をい

ただきましたが、交通安全協会につきまして

は、現状はあくまでも任意団体でございまし

て、手数料関係に上乗せするというのも一つ

の考え方かとは思いますが、手数料につきま

しては、全国的な基準でやっておりますの

で、なかなか本県のみそれに上乗せするとい
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うのが非常に難しいということで、交通安全

協会のほうも各種活動等をされておりますの

で、県民の方に御理解をいただいて御協力を

いただくという現状のやり方で、当分頑張っ

ていくしかないというふうには考えておりま

す。 

 

○坂田孝志委員 もう一遍聞いてよかです

か。どのくらいですか、加入率は、ざっと。 

 

○西村交通部長 県全体で見まして、約30％

弱ぐらいです。 

 

○坂田孝志委員 加入率が。 

 

○西村交通部長 はい。 

 

○坂田孝志委員 やっぱり少なかな。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 なければ、これで警察本部

の審査を終了します。 

 ここで、説明員の入替えのため、13時45分

まで休憩いたします。 

  午後１時37分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時44分開議 

○山口裕委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開します。 

 これより、出納局及び各種委員会等の審査

を行います。 

 審査は、出納局、人事委員会事務局、監査

委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局

の順に説明を求めた後に、一括して質疑を受

けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで、簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、まず会計管理者から、出納局の

決算概要の説明をお願いします。 

 

○野尾会計管理者 会計管理者野尾でござい

ます。 

 出納局の令和３年度決算概要について御説

明申し上げます。 

 お手元の決算特別委員会説明資料、出納局

の１ページをお開きください。 

 令和３年度歳入歳出決算総括表により御説

明いたします。 

 当局では、一般会計及び収入証紙特別会計

の２会計を所管しております。 

 まず、歳入の決算状況でございます。 

 一般会計の収入済額は6,400万円余、収入

証紙特別会計の収入済額は28億2,600万円余

で、ともに不納欠損額、収入未済額はござい

ません。 

 次に、歳出の決算状況でございます。 

 一般会計の支出済額は６億2,400万円余、

不用額は2,100万円余となっております。 

 不用額の主なものは、入札や経費節減に伴

う執行残でございます。 

 また、収入証紙特別会計の支出済額は25億

5,700万円余で、不用額は２億4,200万円余と

なっております。 

 不用額は、各種手数料等の収入実績が見込

額を下回ったことに伴う一般会計繰出金の執

行残でございます。 

 以上が令和３年度決算の概要でございま

す。 

 詳細につきましては、各課長が御説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願いし

ます。 

 

○山口裕委員長 引き続き、各課長から説明

をお願いします。 

 

○杉本会計課長 会計課でございます。 

 まず、本年度の定期監査における指摘事項

につきましては、出納局はございません。 
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 続きまして、会計課の決算について御説明

申し上げます。 

 決算特別委員会説明資料の２ページをお願

いいたします。 

 まず、一般会計の歳入ですが、不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出です。 

 ３段目の会計管理費は、主に総合財務会計

システムの管理運営経費でございます。 

 不用額の1,546万円余は、執行残でござい

ます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 収入証紙特別会計です。 

 まず、収入で、収入証紙の販売代金等を計

上しておりますが、不納欠損額、収入未済額

はございません。 

 次に、５ページをお願いします。 

 歳出でございますが、一般会計繰出金は、

収入証紙を用いた各種手数料の収入実績額25

億5,746万円余を一般会計へ繰り出している

ものでございます。 

 不用額の２億4,253万円余については、見

込額を下回ったことによる執行残でございま

す。 

 会計課は以上でございます。 

 

○枝國管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございます。 

 いずれも、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出についてでございます。 

 最下段の会計管理費で500万円余の不用額

が生じておりますが、これは経費節減等に伴

う執行残でございます。 

 続いて、附属資料の１ページをお願いいた

します。 

 財産処分として、不用となった公用車９台

分を売り払い、120万円余の収入がございま

した。 

 管理調達課は以上でございます。 

 

○山口裕委員長 次に、人事委員会事務局か

ら、決算概要と資料の説明をお願いします。 

 

○西尾事務局長 人事委員会事務局長の西尾

でございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要につきまして、お

手元の人事委員会事務局の説明資料に基づき

説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出決算の総括表でございます。 

 内容につきましては、２ページ以降で御説

明いたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、収入済額が292万

9,000円で、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、支出済額は１億

5,724万3,000円で、翌年度への繰越しはござ

いません。 

 不用額は977万5,000円でございますが、内

訳は、委員会費が、人件費等の執行残64万

9,000円、事務局費が、新型コロナウイルス

感染症の影響による旅費などの執行残及び経

費節減に伴う執行残912万5,000円でございま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○山口裕委員長 次に、監査委員事務局か

ら、決算概要と資料の説明をお願いします。 

 

○西浦事務局長 監査委員事務局長の西浦で
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ございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要について、お手元

の説明資料に基づき御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 １ページは、歳入歳出決算の総括表でござ

います。 

 内容につきましては、２ページ以降で説明

いたします。 

 ２ページのほうをお願いいたします。 

 歳入につきましては、雑入でございます

が、不納欠損額、収入未済額はありません。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、支出済額が、委員費

1,959万円余、事務局費１億6,135万円余とな

っております。内訳は、監査委員、事務局職

員の人件費及び事務費でございます。 

 また、不用額のうち、委員費41万円余につ

きましては、人件費等の執行残、事務局費

414万円余につきましては、経費節減に伴う

執行残でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○山口裕委員長 次に、労働委員会事務局長

から、決算の概要と資料の説明をお願いしま

す。 

 

○吉野事務局長 労働委員会事務局でござい

ます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要につきまして、お

手元の労働委員会事務局説明資料に基づき説

明させていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出決算総括表でございます。 

 右側の歳出につきまして、次の２ページで

説明をさせていただきます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１段目の労働委員会

費の支出済額は１億123万9,000円でございま

す。 

 内訳は、２段目の委員会費が、委員報酬15

人分の2,037万4,000円、３段目の事務局費

が、事務局の職員給与費と委員会・事務局運

営費を合わせた8,086万5,000円でございま

す。 

 不用額が全体で586万5,000円ございます

が、内訳は、２段目の委員会費が、委員報酬

の執行残351万2,000円、３段目の事務局費

が、職員給与費と委員会・事務局運営費を合

わせた執行残235万3,000円でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○山口裕委員長 次に、議会事務局長から、

決算概要と資料の説明をお願いします。 

 

○手島事務局長 議会事務局長の手島でござ

います。 

 まず、定期監査における指摘事項について

御説明申し上げます。 

 お手元の監査結果指摘事項を御覧くださ

い。 

 監査におきまして、経理事務について、３

点の課題が示され、熊本県会計規則等に基づ

く適正な事務処理が図られるよう経理事務の

総点検を行った上で、組織的な進行管理体制

やチェック体制の強化に努めるよう指摘を受

けたところでございます。 

 まず、１点目の一般需用費、一般役務費の

計18件についてでございますが、担当者が請

求書の管理を怠り、支払いが遅れたものでご

ざいます。 

 次に、２点目のヘルメット用丸形紙帽子等

の物品の購入代金についてでございますが、

担当者が支出負担行為書の作成を怠り、その

後の支払い事務を行わなかったことから、未
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払いとなっていたものでございます。なお、

現在、支払いは完了しております。 

 最後に、３点目の令和４年３月分の議長交

際費精算報告がなされていなかったことにつ

いてでございますが、所属では決裁を終えて

いたところでございますが、会計課への提出

を怠っていたもので、現在、精算報告は完了

しております。 

 対応状況についてでございますが、支払い

遅延、未払いの処理に伴い遅延利息が生じて

いるため、その支払い方法を関係課等と協議

中でございます。協議が調い次第、速やかに

支払ってまいります。 

 今後、経理事務に当たりましては、支払い

完了まで複数人によるチェック体制の強化を

図り、組織として再発防止に万全を期してま

いります。 

 特に、件数が多く、管理が不十分でござい

ました請求書の扱いにつきましては、班長が

一括して受け取り、確認表に請求書受付日を

記入の上、担当者に処理させることで、支払

い遅延を防止いたします。 

 続きまして、決算の概要につきまして御説

明申し上げます。 

 議会事務局、決算特別委員会説明資料の１

ページをお願いいたします。 

 歳入歳出決算総括表でございます。 

 詳細につきましては、２ページ以降で御説

明させていただきます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、国庫支出金の新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

につきましては、繰越事業の財源の一部とな

るものでございますが、2,000万円余を令和

４年度へ繰り越しております。また、190万

円余の実績額が収入済みとなっております。 

 ２段目の繰越金の収入済額は、130万円で

ございます。これは、議会運営感染症対策事

業費の繰越金でございます。 

 ３段目の諸収入の収入済額は、620万円余

でございます。これは、政務活動費の返還金

でございます。 

 なお、不納欠損額、収入未済額ともにござ

いません。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、１段目の議会費の支

出済額は12億6,000万円余で、不用額は3,200

万円余でございます。 

 不用額の内訳でございますが、備考欄にご

ざいますように、２段目の議会費の1,159万

円余は委員会旅費等の執行残、343万円は委

員会バス運行委託等の執行残で、３段目の事

務局費の1,531万円余は、事務局の運営に係

る事務費の執行残でございます。 

 なお、事務局費におきまして、翌年度繰越

額が2,000万円余ございますが、詳細は後ほ

ど御説明いたします。 

 続きまして、繰越事業につきまして御説明

申し上げます。 

 別冊の決算特別委員会附属資料の１ページ

をお願いいたします。 

 委員会室等マイクシステム導入事業の費用

といたしまして、2,000万円余を繰り越して

おります。 

 これは、感染拡大防止を図る一方で、常任

委員会、特別委員会のネット中継に当たり、

より円滑な会議の運営とするもので、年度内

に十分な事業期間を確保できなかったため、

繰り越したものでございます。 

 なお、進捗率は０％となっておりますが、

現時点では必要な契約を締結し、次期定例会

の委員会から運用開始予定としております。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。 

 

○山口裕委員長 以上で出納局及び各種委員

会等の説明が終わりましたので、質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いいたします。 
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 それでは、質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 出納局にお尋ねをいたしま

す。 

 説明資料の何ページだったかな、１ページ

でいいんですけれども、一般会計と収入証紙

特別会計、２つの会計で成り立っています

が、収入証紙の件なんですけれども、世の中

はペーパーレス化ということで、紙をなるだ

け減らしましょうというような動きがあって

います。その上で、収入証紙については、今

でも収入証紙を買って貼り付けて出すとい

う、かなり昔のやり方というのは全く変わっ

てないというふうに思っています。 

 それは、様々なそのことによって生まれる

収入もあると思いますし、経費もたくさんか

かっているというふうに思うんですけれど

も、ちょっと一般論で大変恐縮ですけれど

も、その収入証紙について、手数料をちゃん

と取るというのは当然ですから、それをただ

にしろという意味じゃなくて、徴収の方法と

して、収入証紙を売ることで徴収している今

のやり方を改善する動きとか、改善したほう

がいいという考え方とか、そういうのはない

んですか。 

 

○野尾会計管理者 去る９月議会の一般質問

でお答えしましたように、収入証紙について

は、先生おっしゃるように、10都府県ではも

う既に廃止または廃止予定となっておりま

す。 

 ですから、そういう――そして、たしか58

年ぐらいもう制度があります。そういうふう

な状況になっていますし、おっしゃったよう

に、世の中は、いわゆるアプリで、スマート

フォンで決済ができるような状況になってい

ますので、そこは、今財務会計のシステムの

改修を予定していまして、それに併せて証紙

については、廃止を含めた大幅な見直しを今

考えております。 

 以上です。 

 

○前川收委員 時代に合った形で改変しても

らえればと思います。 

 もう１つ、消費税のインボイス化がいよい

よ始まってくるわけですけれども、これは会

計の中では非常に大きな部分があるんだろう

と思います。 

 要するに、庁内だけで動いているのであれ

ばいいんですけれども、外にいろんな会計が

生まれてきますよね。会計論全般の中で、イ

ンボイスに対する対応はどうなさっていらっ

しゃるのか、教えてもらえばと思います。一

般的な話で、決算とは関係ないけれども。 

 

○杉本会計課長 ちょうどインボイスの登録

のほうを先日税務署のほうに届けて、番号を

もらったところでございます。 

 ただ、これは一般会計分でございまして、

インボイスについては、各特会ごとに登録し

て手続を経ることになっていますので、今か

らこちらのほうで指導しながらやっていきた

いと思っております。 

 

○前川收委員 適切に対応してもらえればと

思います。 

 恐らく民間では、インボイスに移行するこ

とによって少し混乱が多分生まれるだろうな

ということを感じていまして、まあそれは民

間だったら仕方ないけれども、役所でそれが

混乱したと言われることがないように、ぜひ

お願いします。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 管理調達課にお尋ねです。 

 公用車を９台、不用品として売り払ってい

らっしゃいますけれども、現時点において公

用車というものがだんだん減ってきていると
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は思うんですね、県庁全体として、昔に比べ

れば。現在何台ぐらい持っていて、廃棄する

に当たっての基準みたいなものがあれば教え

ていただければと思います。 

 

○枝國管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 公用車の台数につきましては、申し訳ござ

いません、ちょっと手持ちにありませんの

で、また後ほどお答えします。 

 公用車の売却の基準につきましては、車種

の区分によりましていろいろ基準がございま

すが、代表的なものとしまして、乗用車でご

ざいますけれども、経過年数が13年以上かつ

走行距離が15万キロ以上、あるいは経過年数

が15年、これは走行距離にかかわらずでござ

います。それからもう１つ、走行距離が20万

キロ以上、これは経過年数にかかわらずでご

ざいますけれども、こういった基準を各種類

ごとに設けまして、廃車基準というのを設け

ておるところでございます。 

 

○藤川隆夫委員 大体毎年これぐらいの台数

が、だんだん不用品として売却されていくと

いうふうに考えていいですかね。 

 

○枝國管理調達課長 ただいま報告しました

９台につきましては、これは本庁分でござい

ます。本庁の公用車につきましては、管理調

達課のほうでまとめて処分をすることになっ

ておりまして、それ以外の出先機関の車両に

つきましては、それぞれの所属のほうで処分

しているというようなことでございます。 

 

○藤川隆夫委員 今ので分かりましたけれど

も、この契約相手に関しては、これは見積り

とか何か、どういう形でこれは探しているの

かが分かれば。 

 

○枝國管理調達課長 競争入札をかけまして

募集をしたところでございます。 

 ちなみに、今回は５者から入札がありまし

て、そのうち最高の価格を提示されたところ

に売却をしたというところでございます。 

 

○藤川隆夫委員 了解です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 身内には厳しく、議会事務局……(｢言わん

と駄目でしょうね」と呼ぶ者あり) 

 

○坂田孝志委員 監査委員から３つ指摘があ

りましたが、これは、お一人の方が失念した

んですか、複数人ですか。 

 

○手島事務局長 皆様方の大切な事務局を預

かる身として、大変申し訳なく思っておりま

す。 

 今の御質問でございますが、１人の職員が

担当していたものでございます。ただ、先ほ

ど来お話しさせていただいておりますよう

に、組織としてきちんとチェックすることが

できませんでしたので、責任を痛感しており

ます。 

 

○坂田孝志委員 何か病気か何かされたやに

聞かんでもなかったですけど、どうですか。 

 

○手島事務局長 現在、ちょっと病気で入

院、治療中でございます。 

 

○坂田孝志委員 まあ、病気ということであ

れば、そういう事務が滞る場合が起こると思

いますから、やはり周りの人が、上司とか、

そこでやっぱりきちんとやりませんといけな

いと思いますから、そういうことが起きない

ように。知事部局に対していろいろ言ってい

ますけど、足元がそういうことじゃ、これは

もう本末転倒になってしまいますから、よく

よく注意していただきたいと思います。 
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○手島事務局長 すみません。本当に御指摘

のとおりでございまして、大変反省しており

ます。しっかり努めてまいります。よろしく

お願いいたします。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか――な

ければ、これで出納局及び各種委員会等の審

査を終了いたします。 

 次回、第７回の委員会は、11月18日金曜日

午前10時から開会し、取りまとめを行うこと

としておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

 お疲れさまでした。 

  午後２時４分閉会 
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